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報
告
二

韓
国
に
お
け
る
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
性
格

I 

は
じ
め
に

東アジア文化と近代法

韓
国
に
お
い
て
一
九
一

O
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
日
帝

強
占
期
三
五
年
間
の
法
は
、
そ
も
そ
も
法
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

法
は
、
た
だ
二
疋
の
形
式
を
備
え
て
い
る
だ
け
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
正
当
な
権
限
を
持
つ
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
た
時
、
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
国
会

で
制
定
さ
れ
た
法
律
は
法
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
強
盗
集
団
の
内
部
規
律

は
、
そ
れ
が
法
律
と
類
似
し
た
形
式
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
法
と
呼

べ
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

さ
て
、
大
韓
帝
国
の
外
交
権
の
強
奪
を
主
な
内
容
と
す
る
一
九
O
五
年

介、~

E 

日
日

禄

の
「
乙
巳
条
約
」
(
「
第
二
次
日
韓
協
約
」
)
は
、
帝
国
主
義
国
家
日
本
(
以

下
「
日
帝
」
と
略
す
)
が
、
条
約
締
結
権
と
批
准
権
を
持
つ
大
韓
帝
国
の

(
I
)
 

皇
帝
及
び
そ
の
大
臣
た
ち
を
強
迫
し
て
、
締
結
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
一
九
一
九
年
の
「
国
際
連
盟
規
約
」
、
一
九
二
八
年
の
「
不
戦

条
約
」
、
一
九
四
五
年
の
「
国
際
連
合
憲
章
」
に
よ
っ
て
、
既
存
の
慣
習

国
際
法
を
確
認
す
る
形
で
確
立
さ
れ
、
一
九
六
九
年
の
「
条
約
法
に
関
す

る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
第
五
一
条
と
五
二
条
に
よ
っ
て
再
度
確
認
さ
れ
た
国

際
法
上
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
強
迫
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
は
無
効
で

(2) 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
乙
巳
条
約
」
は
無
効
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
条
約
が
無
効
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
の
有
効
性
を
前
提
に
し
て
設
置
さ

れ
た
日
帝
の
韓
国
統
監
が
条
約
の
一
方
当
事
者
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
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さ
ら
に
、
も
う
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
大
韓
帝
国
の
皇
帝
及
、
ぴ
大
臣
た
ち

を
強
迫
し
、
締
結
の
形
だ
け
を
と
っ
た
一
連
の
条
約
(
「
韓
日
協
約
」
「
日

韓
協
約
」
一
一
九
O
七
.
七
.
二
四
、
「
韓
国
司
法
及
監
獄
事
務
委
託
ニ
関

ス
ル
覚
書
」
一
一
九
O
九
.
七
.
一
二
、
「
韓
国
警
察
事
務
委
託
ニ
関
ス
ル

覚
書
」
一
一
九
一

0
.
六
.
二
四
等
)
、
及
び
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る

「
合
併
条
約
」
(
「
韓
国
併
合
条
約
」
一
一
九
一

0
.
八
.
一
一
一
一
)
も
ま
た

無
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
合
併
条
約
」
に
基
づ
く
日
帝
の
三

五
年
間
の
支
配
は
、
ひ
と
え
に
物
理
力
に
だ
け
基
づ
い
た
強
制
占
領
で
あ

り
、
日
帝
が
発
し
た
法
も
ま
た
物
理
力
だ
け
を
背
景
に
し
た
強
制
的
な
命

令
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
法
は
、
す
く
な
く
と
も
形
式
上
は
ド
イ

ツ
国
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
ド
イ
ツ
議
会
が
制
定
し
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ

(3) 

ツ
の
法
と
は
異
な
り
、
「
実
定
法
の
不
法

(
m
g
g
N
-
E
E
Cロ
円
四

nZ)
」
が

問
題
に
な
る
以
前
に
、
最
初
か
ら
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
る
と
、
日
帝
強
占
期
の
「
法
」
体
系
の
性
格
を
検
討
す
る
と
い

う
こ
と
自
体
が
、
そ
も
そ
も
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系

(
H
法
制

度
と
法
思
想
)
の
全
貌
を
描
き
出
し
、
そ
の
性
格
を
糾
明
す
る
こ
と
は
、

韓
国
法
史
学
の
重
要
な
課
題
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、

そ
の
時
代
の
法
体
系
が
、
た
と
え
規
範
的
な
効
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
事
実
上
法
と
し
て
通
用
し
て
い
た
の
で
、
仕
方
な
く
韓
国
の

資

歴
史
及
び
法
史
の
重
要
な
一
部
分
を
構
成
す
る
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
う

歴
史
的
事
実
の
た
め
で
あ
る
。
日
帝
強
占
期
三
五
年
間
の
歴
史
に
対
す
る

理
解
は
、
そ
の
法
的
な
側
面
か
ら
の
理
解
な
し
に
は
、
決
し
て
完
全
な
も

の
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
一
方
で
、
朝
鮮
時
代
か
ら
韓
末
ま
で
展
開
さ

れ
た
伝
統
法
体
系
及
び
そ
の
西
洋
法
と
の
初
期
的
な
接
触
を
、
も
う
一
方

で
、
光
復
以
後
現
在
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
現
代
の
法
体
系
を
理
解
し
評

価
す
る
た
め
に
、
そ
の
問
に
該
当
す
る
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
に
対
す
る

理
解
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
に
対
す
る
理
解
と
い
う
課
題
は
、
韓
国

法
史
に
お
け
る
よ
り
根
本
的
な
問
題
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
韓
国

法
に
お
け
る
「
近
代
」
の
意
味
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ

の
問
題
は
、
韓
国
法
の
過
去
と
現
在
の
位
相
を
点
検
す
る
た
め
の
尺
度
の

抽
出
の
た
め
に
は
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
法
が
指
向
す
べ
き
未
来
の
方
向
を
決

め
る
た
め
に
も
、
必
ず
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
と
こ
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ろ
で
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
に
対
す
る
既
存
の
研
究
で
は
、
そ
の
「
近

代
」
の
意
味
が
多
少
唆
昧
な
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日

帝
強
占
期
の
法
体
系
は
、
あ
る
い
は
「
伝
統
時
代
か
ら
近
代
、
現
代
へ
と

移
行
す
る
世
界
史
的
過
程
に
お
い
て
必
然
的
な
こ
と
」
で
あ
っ
た
「
欧
米

法
の
受
容
」
に
お
い
て
、
日
帝
と
い
う
「
不
愉
快
な
媒
介
者
」
に
よ
っ
て

(
4
)
 

導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
「
近
代
的
な



東アジア文化と近代法

法
」
で
は
あ
っ
た
が
、
「
恋
意
的
な
専
制
支
配
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
」

(

5

)

(

6

)

 

で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
評
価
に
よ
っ
て
多
少
強
調
点

を
異
に
す
る
と
は
し
て
も
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
を
近
代
と
関
連
づ
け

る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
諸
理
解
は
、
特
に
光
復
以

後
の
韓
国
(
大
韓
民
国
)
の
法
体
系
が
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
延
長

線
上
で
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
韓
国
法
に
お
け
る
「
近
代
」
を
否
定
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
音
信
咋
を
理
解
す
る
こ
と
を
難

し
く
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
対
す

る
、
さ
ら
に
そ
の
源
泉
で
あ
る
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
に
対
す
る
よ
り
掘

り
下
げ
た
検
討
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
韓
国
に
お
け
る
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
性
格
を
糾
明
す
る

こ
と
は
、
日
本
法
史
の
理
解
に
お
い
て
も
、
二
疋
の
意
味
を
持
つ
と
い
え

る
。
そ
れ
は
、
そ
の
法
体
系
が
日
本
の
過
去
の
帝
国
主
義
時
代
の
法
体
系

の
一
部
と
し
て
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
性
格
の

糾
明
は
、
日
本
の
過
去
の
法
体
系
の
一
部
を
確
認
す
る
の
に
お
い
て
、
さ

ら
に
、
そ
の
法
体
系
全
体
の
性
格
を
再
検
討
す
る
の
に
お
い
て
、
一
定
の

寄
与
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
認
識
の
上
で
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の

方
向
か
ら
の
接
近
を
通
し
て
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
よ
り
明
確
な
位

置
づ
け
を
試
み
る
。
第
一
は
、
明
確
な
評
価
基
準
に
立
脚
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
論
文
は
「
立
憲
主
義
」
を
評
価
の
基
準
と
し
、
日
帝
強
占
期
の

法
体
系
の
性
格
を
糾
明
す
る
。
こ
こ
で
立
憲
主
義
と
は
、
「
基
本
的
人
権

の
保
障
と
そ
の
た
め
の
国
家
権
力
の
統
制
さ
れ
た
構
成
」
だ
け
を
そ
の
内

容
と
す
る
原
理
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
最
小
限
の
音

憲
、
主
玉
義
こ
そ
、
日
帝
に
よ
っ
て
強
占
さ
れ
る
直
前
の
一
九
世
紀
末
以
来
、

近
代
国
家
の
建
設
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
、
韓
民
族
が
追
求
す
べ
き

原
理
で
あ
っ
た
し
、
日
帝
に
よ
る
強
占
が
終
わ
っ
て
光
復
を
迎
え
た
瞬
間

で
も
、
や
は
り
韓
民
族
に
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
た
原
理
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
立
憲
主
義
」
は
、
韓
国
に
お
け
る
法
体
系

の
近
代
性
の
徴
表
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
日
帝
強
占
期
の
法
体
系

に
対
す
る
評
価
基
準
と
し
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ

る。
第
二
は
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
性
格
を
、
日
本
帝
国
主
義
そ
れ
自

体
の
法
体
系
の
性
格
と
関
連
付
け
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
臼

帝
強
占
期
の
法
体
系
は
、
ま
さ
に
そ
の
支
配
者
で
あ
る
日
帝
自
身
の
法
体

系
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

前
者
の
性
格
に
対
す
る
理
解
は
、
後
者
の
そ
れ
に
対
す
る
理
解
の
上
で
、

は
じ
め
て
明
確
に
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
日
帝
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
の
法
制
度
を
、
す
な
わ
ち

北法52(2・213)643 
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日
帝
強
占
期
の
法
の
理
念
的
側
面
と
制
度
的
側
面
を
統
一
的
に
把
握
す
る

こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、
上
で
指
摘
し
た
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
に
対
す

る
暖
昧
な
評
価
は
、
こ
の
両
者
を
統
一
的
に
把
握
し
な
か
っ
た
か
ら
招
か

れ
た
不
十
分
な
理
解
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
両
者
の
統
一
的
な
理
解
が
必
要
で
あ

資

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
小
論
は
、
立
憲
主
義
と
い
う
評
価
基
準
を
用
い
、
日

帝
自
体
の
構
造
的
特
性
に
注
目
し
、
こ
の
両
者
と
の
関
連
性
の
中
で
、
日

帝
強
占
期
の
法
体
系
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格

を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
日
帝
強
占

期
の
法
体
系
の
基
礎
と
な
っ
た
基
本
原
理
と
、
そ
の
支
配
機
構
及
び
立
法

(7) 

の
特
性
、
そ
し
て
法
令
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
特
に
、
そ
の

基
本
原
理
に
つ
い
て
は
、
日
帝
の
特
性
と
そ
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対

す
る
理
解
の
中
で
、
支
配
機
構
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
日
帝
の
支
配
機
構

の
特
性
を
典
型
的
に
体
化
し
て
い
た
朝
鮮
総
督
の
地
位
及
び
権
限
に
対
す

る
理
解
の
中
で
、
そ
し
て
立
法
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
総
督
の
権
限

の
な
か
の
立
法
に
関
す
る
特
別
な
権
限
で
あ
っ
た
、
制
令
制
定
権
に
対
す

る
理
解
の
中
で
接
近
す
る
。

E 

日
帝
の
特
性

北法52(2・214)644

日
帝
強
占
期
の
法
体
系
は
、
日
帝
と
い
う
特
殊
な
性
格
を
持
つ
国
が
、

異
民
族
支
配
と
い
う
特
殊
な
目
的
の
た
め
に
形
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
基
本
原
理
は
日
帝
の
性
格
及
び
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
対
す
る
検
討
を
通
し
て
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
く
日
帝
の
特
性
、
特
に
そ
の
極
端
な
侵
略
的
性
格
と
関
連
し
て
、
そ

の
「
近
代
」
の
早
熟
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
五
三
年
の
ア

メ
リ
カ
提
督
ペ
リ
ー
の
黒
船
に
象
徴
さ
れ
る
外
圧
へ
の
屈
服
と
そ
の
結
果

と
し
て
の
不
平
等
条
約
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
日
本
の
「
近
代
」
は
、
そ
れ

を
引
っ
張
っ
て
行
く
内
的
力
量
が
十
分
に
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、

資
本
、
主
義
の
早
熟
な
発
展
を
推
進
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
源

泉
的
に
侵
略
的
な
性
格
を
帯
び
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、

そ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
一
般
的
な
次
元
で
把
握
さ
れ
た
日
帝
の
特
性

は
、
そ
の
法
体
系
の
基
本
原
理
の
側
面
で
は
、
ま
ず
「
外
見
的
立
憲
主
義
」

と
し
て
現
れ
た
。
日
帝
の
基
本
原
理
を
圧
縮
的
に
表
し
て
い
た
一
八
八
九

年
の
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
は
、
明
治
の
官
僚
達
が
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ

ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
思
想
を
注
意
深
く
排
斥
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、

「
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
た
、
ド
イ
ツ
の
憲
法
思
想
を
積



極
的
に
受
け
入
れ
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
モ

デ
ル
に
な
っ
た
「
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
」
は
、
市
民
革
命
に
成
功
し
た
イ
ギ

リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
主
義
・
議
会
主
義
憲
法
思
想
の
伝
来
を
阻
止

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
、
後
発
資
本
主
義
国
家
ド
イ
ツ
の
憲
法
と
し
て
、

強
大
な
君
主
権
と
相
対
的
に
制
約
さ
れ
た
議
会
権
及
び
基
本
権
を
内
容
と

(8) 

す
る
、
君
権
主
義
的
な
憲
法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
帝
の
モ
デ
ル
自

体
が
相
対
的
に
弱
い
立
憲
主
義
だ
け
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
相
対
的
に
弱
い
立
憲
主
義
は
、
「
大
日
本
帝

国
憲
法
」
の
制
定
過
程
に
お
い
て
も
う
一
度
制
約
さ
れ
た
。
そ
れ
は
明
治

の
官
僚
達
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
思

想
に
立
脚
し
た
憲
法
論
を
広
め
た
「
自
由
民
権
派
」
ま
で
も
含
む
、
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
日
本
人
の
共
通
の
絶
対
価
値
で
あ
っ
た
、
天
皇
H
国
体
と

(
9
)
 

い
う
原
理
が
働
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
完
成
さ
れ
た
憲
法
は
、

東アジア文化と近代法

立
法
・
行
政
・
司
法
の
全
権
を
掌
握
し
た
「
統
治
権
ノ
総
覧
者
」
と
し
て

の
天
皇
(
第
一
章
)
と
、
立
法
及
び
予
算
議
定
に
関
す
る
き
わ
め
て
制
限

さ
れ
た
「
協
賛
」
権
だ
け
が
与
え
ら
れ
た
議
会
(
第
三
章
)
、
天
皇
の
「
輔

弼
」
機
関
と
し
て
の
国
務
大
臣
(
第
四
章
)
、
「
天
皇
ノ
名
ニ
於
イ
テ
」
裁

判
権
を
行
使
す
る
裁
判
所
(
第
五
章
)
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
留
保
が
つ
い

て
い
る
権
利
と
自
由
だ
け
が
認
め
ら
れ
た
「
臣
民
」
(
第
二
章
)
を
、
そ

の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
日
帝
の
基
本
原
理
を
含
ん
だ
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
は
、

二
重
の
制
約
に
よ
っ
て
一
層
媛
小
化
さ
れ
た
「
外
見
的
立
憲
主
義
」
の
憲

法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
帝
の
法
体
系
の
特
性
は
、
こ
こ
に
と
ど
ま
る

も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
立
憲
主
義
さ
え
も
、
ま

た
よ
り
優
越
な
神
権
主
義
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
大

日
本
帝
国
憲
法
」
は
、
そ
の
第
一
章
第
一
条
で
、
「
大
日
本
帝
国
ハ
万
世

一
系
ノ
天
皇
之
ヲ
統
治
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
万
世
二
品
小
と

は
、
日
帝
の
建
国
神
話
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
観
念
で
あ
っ
た
。
「
古
事

記
』
と
「
日
本
書
紀
』
に
基
づ
く
日
本
の
建
国
神
話
は
、
天
皇
が
、
神
話

の
中
の
祖
上
神
で
あ
る
神
武
の
開
国
以
来
、
綿
々
と
降
り
続
け
て
き
て
お

り
、
ま
た
天
地
と
と
も
に
、
水
遠
に
隆
盛
す
る
存
在
と
し
て
、
歴
史
的
な
変

動
や
人
間
的
な
堕
落
を
超
越
し
て
、
永
遠
に
日
本
を
支
配
す
る
と
い
う
内

容
を
含
ん
で
い
た
。
万
世
一
系
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
神
的
な
起
源

(
日
)

を
持
つ
天
皇
の
絶
対
的
支
配
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
天
皇
は
、
生
き
て
い
る
神
(
現
人
神
)
、
つ
ま
り
絶
対
価

値
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
は
神
的
な
権
威
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
正
当
化
も
必
要
と
し
な
い
存
在
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
西
洋
の
絶
対
主
義
憲
法
で
は
、
君
権
の
「
世
俗
的
」

絶
対
性
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
「
神
聖
」
と
い
う
表
現
は
、
日
本
で
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は
文
字
ど
お
り
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
は
文

字
ど
お
り
に
「
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
(
第

資

三
条
)
。
日
帝
は
、
こ
の
よ
う
に
権
威
と
権
力
の
統
合
体
で
あ
る
、
絶
対
価
値
と

し
て
の
天
皇
を
、
そ
の
核
心
に
位
置
づ
け
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
日
帝
の
特
性
は
、
次
の
よ
う
な
こ
つ
の
方
向
に
構
造
化
さ
れ
た
。
ひ
と

つ
は
、
丸
山
真
男
が
言
う
「
抑
圧
移
譲
の
構
造
」
で
あ
る
。
丸
山
に
よ
れ

ば
、
絶
対
価
値
で
あ
る
天
皇
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
日
帝
の
臣
民
達
に
は
、

自
由
な
主
体
的
意
識
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
意
識

と
行
動
は
、
天
皇
を
中
心
点
と
す
る
同
心
円
形
態
の
序
列
秩
序
の
中
で
、

よ
り
上
位
の
者
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
構
造

の
中
で
、
抑
圧
の
移
譲
に
よ
る
均
衡
の
維
持
と
い
う
現
象
が
発
生
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
上
か
ら
の
抑
圧
を
下
に
対
す
る
恋
意
の
発
揮

に
よ
っ
て
順
次
移
譲
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
均
衡
を
維
持
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
移
譲
さ
れ
る
抑
圧
の
程

度
は
、
中
心
か
ら
の
距
離
に
比
例
し
て
大
き
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

日
帝
と
い
う
同
心
円
の
一
番
端
で
は
、
そ
の
抑
圧
感
が
爆
発
の
衝
動
に

(
日
)

よ
っ
て
追
い
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
「
責
任
の
転
嫁
に
よ
る
無
責
任
の
構
造
」
と
い
え
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
の
「
抑
圧
移
譲
の
構
造
」
を
、
一
言
っ
て
み
れ
ば
、

ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
体
的
意
識
を
持
た
ず
、
単
に
上
位
の

も
の
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
日
帝
の
臣
民
達
の
行
動
に
は
、

主
体
的
責
任
意
識
が
伴
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

責
任
は
自
身
に
対
す
る
抑
圧
の
移
譲
者
で
あ
る
上
位
の
も
の
に
転
嫁
す
る

し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
責
任
の
転
嫁
は
、
最
終
的
に
は
、
中
心
点

で
あ
る
天
皇
に
ま
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
皇
に
到
達

し
た
責
任
は
、
永
遠
の
時
間
の
中
で
拡
散
さ
れ
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
現
実
の
天
皇
は
、
そ
の
権
威
と
権
力
を
、
水
遠
の
過
去
の
中

に
存
在
す
る
祖
上
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、
そ
の
責
任
は
さ
ら

に
そ
の
祖
上
神
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
祖
上
神
は
、

「
神
」
で
あ
る
の
で
、
人
間
的
な
責
任
を
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
抑
圧
移
譲
の
構
造
」
と
「
責
任
の
転
嫁
に
よ
る
無
責
任

の
構
造
」
を
生
ん
だ
、
絶
対
価
値
と
し
て
の
天
皇
に
よ
る
支
配
、
す
な
わ

ち
日
本
的
神
権
主
義
こ
そ
、
日
帝
の
特
殊
性
の
核
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

ま
さ
に
そ
こ
か
ら
、
日
帝
の
一
層
倭
小
な
立
憲
主
義
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

異
民
族
支
配
の
抑
圧
的
・
独
善
的
性
格
が
流
出
し
た
の
で
あ
る
。

町
出

支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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一
九
一

O
年
八
月
二
九
日
の
天
皇
の
詔
書
「
韓
国
ヲ
帝
国
ニ
併
合
ス
ル

(
辺
)
件
」
は
、
「
東
洋
ノ
平
和
ヲ
永
遠
ニ
維
持
シ
」
、
韓
国
の
「
公
共
ノ
安
寧
ヲ

維
持
シ
民
衆
ノ
福
利
ヲ
増
進
セ
ム
カ
為
-
こ
韓
国
を
「
併
合
」
す
る
と
宣

(
日
)

言
し
た
。
そ
し
て
、
歴
代
総
督
に
よ
っ
て
、
強
占
下
の
韓
国
の
産
業
を
発

展
さ
せ
(
「
殖
産
興
業
」
)
、
強
占
下
の
韓
国
を
日
帝
と
同
一
に
扱
い
(
「
内

鮮
融
和
」
、
「
一
視
同
仁
」
)
、
そ
う
し
て
東
洋
の
平
和
に
寄
与
す
る
(
「
東

(
M
)
 

洋
平
和
」
)
と
い
う
施
政
方
針
が
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日

帝
の
韓
国
支
配
の
基
本
政
策
は
、
す
で
に
一
九
O
四
年
六
月
一
一
日
の
「
帝

国
ノ
対
韓
方
針
」
で
よ
く
表
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
韓
国
ニ
対
シ
政
治

上
及
軍
事
上
ニ
於
テ
保
護
ノ
実
権
ヲ
収
メ
経
済
上
ニ
於
テ
益
々
我
利
権
ノ

発
展
ヲ
図
ル
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
O
九
年
七
月
六
日
の
「
対

(
凶
)

韓
政
策
確
定
ノ
件
」
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
韓
国
で
の
「
実
力
ヲ
増
進
シ
其

根
底
ヲ
深
ク
シ
内
外
ニ
対
シ
争
フ
ヘ
カ
ラ
サ
ル
勢
力
ヲ
樹
立
ス
ル
」
こ
と

で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
日
帝
が
韓
国
を
強
占
し
た
こ
と
は
、
そ
の
政
治

的
・
軍
事
的
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
利
権
を
か
す

め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
の
面
で
は
、
つ
ま
り
植
民
地
の

搾
取
を
通
し
た
本
国
の
発
展
の
追
求
と
い
う
目
的
の
面
で
は
、
日
帝
は
、

当
時
植
民
地
争
奪
戦
に
没
頭
し
て
い
た
他
の
帝
国
主
義
諸
国
家
と
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
日
帝
の
そ
の
目
的
の
追
求
は
、
よ
り
抑
圧
的
か
つ
恋
意
的
な

方
式
で
貫
徹
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
帝
が
上
で
見
た
よ
う
な
構
造
的
な
特

性
を
持
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
造
的
特
性
が
、
そ
の

「
辺
境
」
で
あ
っ
た
強
占
下
の
韓
国
で
、
一
一
層
極
端
な
形
で
現
れ
た
か
ら

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
と
強
占
下
の
韓
国
と
の
関

係
の
中
で
よ
く
現
れ
る
。
日
帝
は
韓
国
を
強
占
す
る
に
当
っ
て
、
韓
国
に

お
け
る
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
施
行
の
問
題
と
関
連
し
て
、
一
九
O
九

年
七
月
廟
議
を
経
て
決
定
し
た
「
併
合
実
行
ニ
関
ス
ル
方
針
」
の
「
附
憲

法
ノ
釈
義
」
と
い
う
項
目
で
次
の
よ
う
な
方
針
を
定
め
た
。
つ
ま
り
、
「
韓

国
併
合
ノ
上
ハ
帝
国
憲
法
ハ
当
然
此
ノ
新
領
土
ニ
施
行
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト

解
釈
ス
然
レ
ト
モ
事
実
ニ
於
テ
ハ
新
領
土
ニ
対
シ
帝
国
憲
法
ノ
各
条
章
ヲ

施
行
セ
サ
ル
ヲ
適
当
ト
認
ム
ル
ヲ
以
テ
憲
法
ノ
範
囲
ニ
於
テ
除
外
法
規
ヲ

(
げ
)

制
定
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
方
針
は

非
常
に
唆
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
日
帝
は
韓
国
で
も
「
大
日
本
帝

国
憲
法
」
が
施
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
提
示
し
た
。
そ
う

し
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
、
そ
の
憲
法
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
な
い
支
配

を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
「
憲

法
の
範
囲
内
」
と
い
う
原
則
に
く
く
っ
て
お
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
日

帝
の
こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
態
度
は
、
自
分
の
他
民
族
支
配
を
「
立
憲
的
」

で
あ
る
と
強
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
に
起
因
す
る
も
の
で
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あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
は
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」

と
韓
国
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
原

因
に
な
っ
た
。

「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
韓
国
へ
の
施
行
如
何
と
い
う
問
題
は
、
特
に

朝
鮮
総
督
の
制
令
制
定
権
と
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
と
の
聞
の
不
整
合
と

い
う
具
体
的
な
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
元
来
、
こ
の
問
題
は
、
一
八

九
六
年
に
、
台
湾
に
対
す
る
日
帝
の
支
配
法
体
系
の
基
本
原
則
を
定
め
た

法
律
第
六
三
号
「
台
湾
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
、
日
帝

の
帝
国
議
会
で
通
過
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
初
め
て
提
起
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
法
律
第
六
三
号
は
、
台
湾
総
督
に
「
其
ノ
管
轄
領

域
内
ニ
法
律
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
命
令
ヲ
発
ス
ル
」
権
限
を
与
え
て
い
た
が
、

そ
の
命
令
(
律
令
)
の
制
定
権
が
、
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
立
法
に
関

す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
「
天
皇
ハ
帝
国
議
会
ノ
協
賛
ヲ
以
テ
立
法
権
ヲ
行

フ
」
(
第
五
条
)
と
い
う
規
定
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張

が
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
論
難
が
繰
り
広
げ
ら
れ
(
い
わ
ゆ
る
「
六

三
問
題
」
)
、
そ
の
論
難
が
、
「
外
地
」
に
も
憲
法
が
施
行
さ
れ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
に
発
展
し
て
、
以
後
日
帝
の
政
治
家
及
び
学
者
達
の
聞

で
、
継
続
的
な
論
争
の
種
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
第
六
三
号
は
、

一
九
O
六
年
に
法
律
第
三
一
号
に
よ
っ
て
替
え
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
、

台
湾
総
督
の
律
令
制
定
権
が
、
以
前
と
同
じ
形
で
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、

資

(
凶
)

「
六
三
問
題
」
は
、
継
続
的
に
論
難
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
日
帝
が
韓
国

に
対
す
る
支
配
法
体
系
の
基
本
原
則
を
定
め
た
、
一
九
一
一
年
三
月
二
四

日
の
法
律
第
三
O
号
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
は
、

ま
さ
に
こ
の
法
律
第
三
一
号
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
模
倣
し
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
、
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
朝
鮮
総
督
に
認
め
ら
れ
た
制
令
制
定

権
に
つ
い
て
も
、
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
第
五
条
と
の
関
係
が
問
題
祝
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
総
督
の
制
令
が
立
法
事
項
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
な
い
こ
と
は
違
憲
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日
帝
の
政
府
は
、
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
が
韓
国
で

も
施
行
さ
れ
る
と
い
う
原
則
の
下
で
、
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
「
立
法
権

の
委
任
」
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
帝
国

議
会
の
協
賛
を
経
た
法
律
に
よ
っ
て
朝
鮮
総
督
に
立
法
権
を
委
任
し
た
の

で
、
朝
鮮
総
督
の
制
令
制
定
権
は
立
法
権
の
行
使
に
関
す
る
「
大
日
本
帝

国
憲
法
」
第
五
条
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
制
令
制
定
権
は
、
一
般
的
・
包
括
的
に
行
政
機
関
で
あ
る
朝
鮮
総

督
に
立
法
権
を
委
任
す
る
も
の
と
し
て
、
事
実
上
、
委
任
命
令
の
限
界
を

越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
「
立
法
権
の
委
任
」
と
い
う
法
理

に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
問
題
は
、

韓
国
で
の
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
の
施
行
の
如
何
と
い
う
よ
り
本
質
的
な
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問
題
と
と
も
に
、
日
帝
の
憲
法
学
界
で
大
き
な
論
難
を
呼
び
起
こ
す
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
当
時
の
日
帝
の
憲
法
学
者
達
の
主
張
は
、
そ
れ
ぞ

(
凶
)

れ
積
極
説
・
消
極
説
・
折
衷
説
に
分
か
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
外
観
上
の

違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
主
張
は
実
質
的
に
は
遠
い
が
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
敗
戦
前
の
日
本
の
憲
法
学
界
は
、
大
き
く
、
穂
積
八
束
に
よ
っ

て
代
表
さ
れ
る
君
権
主
義
学
派
と
、
美
濃
部
達
士
口
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

「
立
憲
主
義
」
学
派
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
上
の
問
題
に
対
す
る
両
者
す

べ
て
の
結
論
は
、
「
無
制
限
の
権
力
を
持
つ
絶
対
者
で
あ
る
天
皇
に
関
す

る
規
定
だ
け
が
『
外
地
」
に
も
当
然
適
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
『
外
地
』

支
配
法
規
は
全
面
的
に
天
皇
の
慾
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
穂
積
と
そ
の
弟
子
の
上
杉
慎
吉
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
積
極

説
は
、
天
皇
が
「
左
セ
ヨ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
ハ
即
左
ス
ヘ
ク
、
右
セ
ヨ
ト
ノ
タ

マ
ヘ
ハ
即
チ
右
ス
ル
モ
ノ
、
日
本
人
活
動
ノ
法
タ
リ
、
道
タ
リ
、
敢
テ
疑

(
初
)

ハ
ス
敢
テ
問
ハ
ス
、
唯
タ
之
ニ
従
ブ
ノ
ミ
」
と
い
う
特
殊
な
日
本
的
「
国

体
論
」
に
立
脚
し
た
彼
ら
の
憲
法
思
想
と
関
連
付
け
て
考
え
る
時
、
天
皇

の
恋
意
的
支
配
以
外
の
何
物
を
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
ま
た
、
美
濃
部
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
消
極
説
及
び
折
衷
説

(
幻
)

も
、
「
憲
法
以
前
ヨ
リ
既
ニ
円
満
無
制
限
」
で
あ
る
天
皇
の
権
力
の
韓
国
(
刀
)

で
の
怒
意
的
な
行
使
を
主
張
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
、
韓
国
で
は
き
わ
め
て
制
約
さ
れ
た
形
の

立
憲
主
義
さ
え
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
人
民
た
ち
に

は
、
「
協
賛
」
権
だ
け
を
も
っ
議
会
に
自
分
の
代
表
を
送
る
権
利
と
、
あ

ら
ゆ
る
留
保
が
つ
い
て
い
る
「
臣
民
」
の
権
利
さ
え
も
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
清
に
お
い
て
二
重
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
媛
小
化
さ
れ
た
「
立
憲
主
義
」
が
、
も
う
一
度
さ
ら
に
制
約
さ
れ
て
完

全
に
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
問
題
は
立
憲
主
義
の
排

除
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
問
題
は
む
し
ろ
「
大
日
本
帝
国
憲

法
」
か
ら
、
そ
の
「
立
憲
主
義
」
を
控
除
す
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
神
権
主
義

だ
け
が
残
る
よ
う
に
な
り
、
ま
さ
に
そ
の
特
殊
な
日
本
的
神
権
主
義
が
、

強
占
下
の
韓
国
に
対
す
る
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
日
帝
の
韓
国
強
占
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
法
体
系
は
そ

の
よ
う
な
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
映
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

N 

支
配
機
構
の
特
性

上
の
よ
う
な
日
帝
の
韓
国
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
典
型
的
に
具
体
化
さ

れ
た
の
が
、
そ
の
支
配
機
構
の
頂
点
に
位
置
し
た
朝
鮮
総
督
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
総
督
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
日
帝
の
支
配
機
構
の
特
性
は
、
立
法
・

行
政
・
司
法
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
力
の
統
合
と
そ
の
統
合
さ
れ
た
権
力
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牢十

の
無
責
任
性
で
あ
っ
た
。

(
お
)

一
九
一

O
年
九
月
一
一
一
O
日
の
勅
令
第
三
五
四
号
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
」

に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
総
督
は
、
「
親
任
」
に
よ
っ
て
「
陸
海
軍
大
将
ヲ
以
テ

之
ニ
充
ツ
」
(
第
二
条
)
、
「
天
皇
ニ
直
隷
シ
」
「
諸
般
ノ
政
務
ヲ
統
轄
シ
内

閣
総
理
大
臣
ヲ
経
テ
上
奏
ヲ
為
シ
及
裁
可
ヲ
受
ク
」
(
第
三
条
)
韓
国
支

配
の
最
高
機
関
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
総
督
の
地
位
は
、
一
二
・
一
運
動

直
後
の
一
九
一
九
年
八
月
一
九
日
の
勅
令
第
三
八
六
号
「
朝
鮮
総
督
府
官

(μ) 

制
中
改
正
」
に
お
い
て
、
そ
の
第
二
条
の
「
陸
海
軍
大
将
ヲ
以
テ
之
ニ
充

ツ
」
と
い
う
部
分
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
上
は
変
え
ら
れ

た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
以
後
二
度
も
文
官
総
督
が
任
命
さ
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
天
皇
ニ
直
隷
」
す
る
と
い
う
総
督
の
根

本
的
な
地
位
は
強
占
が
終
わ
る
時
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
特
殊
な
地
位
を
持
っ
た
朝
鮮
総
督
は
、
後
で
検
討
す
る
よ

う
な
立
法
に
関
す
る
広
範
囲
の
権
限
は
も
ち
ろ
ん
、
「
陸
海
軍
ヲ
統
率
、
ン

及
朝
鮮
防
備
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
権
限
と
、
「
諸
般
ノ
政
務
ヲ
統
轄
」
す
る
権

限
(
第
三
条
)
、
所
属
官
庁
の
命
令
ま
た
は
処
分
を
「
取
消
シ
又
ハ
停
止

ス
ル
」
権
限
(
第
五
条
)
、
所
属
官
吏
の
監
督
や
任
免
に
関
す
る
権
限
と
、

「
所
部
文
官
ノ
叙
位
叙
勲
ヲ
上
奏
」
す
る
権
限
(
第
六
・
七
条
)
な
ど
の

(
お
)

行
政
に
関
す
る
権
限
と
、
「
朝
鮮
総
督
府
裁
判
所
令
」
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
た
、
韓
国
で
の
裁
判
所
の
設
立
・
廃
止
、
管
轄
区
域
及
、
ひ
そ
の
変
更
、

資

判
事
の
身
分
保
障
及
び
懲
戒
な
ど
と
関
連
し
た
、
司
法
に
関
す
る
広
範
囲

の
権
限
を
も
手
中
に
収
め
て
い
る
絶
対
権
力
者
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
膨
大
な
権
力
を
掌
握
し
た
朝
鮮
総
督
は
、
天
皇

以
外
に
は
誰
に
も
責
任
を
負
わ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
総
督
は
、
も
ち
ろ

ん
韓
国
の
人
民
達
に
よ
っ
て
な
ん
の
統
制
も
う
け
な
か
っ
た
。
総
督
の
諮

問
機
関
と
し
て
、
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

中
枢
院
の
議
長
(
政
務
総
監
)
を
除
い
た
、
副
議
長
(
一
人
)
、
顧
問
(
五

人
)
、
参
議
(
六
五
人
)
に
は
、
韓
国
人
が
任
命
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
中
枢
院
の
諮
問
事
項
は
、
法
で
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
専
ら
総
督
の
運
用
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
議
員
の

身
分
も
保
障
さ
れ
て
い
な
く
、
総
督
が
必
要
だ
と
認
め
た
場
合
に
は
、
任

(
町
四
)

期
中
で
あ
っ
て
も
い
つ
で
も
議
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
結
局
、

中
枢
院
は
、
総
督
に
対
す
る
統
制
機
構
と
し
て
の
役
割
は
当
初
か
ら
期
待

で
き
な
い
機
構
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

総
督
の
無
責
任
性
と
関
連
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
日
帝
の

中
央
政
府
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
外
地
」
支
配
の
た
め
の
日
帝
の
中
央
機

構
は
、
清
日
戦
争
の
結
果
台
湾
を
植
民
地
化
し
た
直
後
の
一
八
九
五
年
六

月
に
設
置
さ
れ
た
台
湾
事
務
局
か
ら
出
発
し
、
頻
繁
な
変
化
を
繰
り
返
し

た
の
で
あ
る
が
、
韓
国
支
配
の
た
め
の
中
央
機
構
が
は
じ
め
て
登
場
し
た

の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
併
合
」
直
前
の
一
九
一

O
年
六
月
一
一
一
日
の
勅
令
第
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二
七
九
号
「
拓
殖
局
官
制
」
第
一
条
「
拓
殖
局
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
隷
シ

台
湾
、
樺
太
及
韓
国
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
統
理
ス
」
と
い
う
規
定
に
お
い
て

(
幻
)

で
あ
っ
た
。
こ
の
拓
殖
局
は
一
九
一
三
年
六
月
一
一
一
一
日
に
廃
止
さ
れ
、
そ

の
事
務
は
内
務
省
に
移
管
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
一
三
年
六
月
一
三
日

(
お
)

の
勅
令
第
一
四
二
号
「
内
務
省
官
制
中
改
正
」
に
よ
っ
て
、
内
務
大
臣
が

「
朝
鮮
、
台
湾
及
樺
太
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
統
理
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
変
化
に
相
応
じ
て
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
」
も
改

(m) 

正
さ
れ
、
同
日
の
勅
令
第
一
一
四
号
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
中
改
正
」
に
よ

っ
て
、
従
来
総
督
が
天
皇
に
上
奏
し
て
裁
可
を
受
け
る
時
は
「
内
閣
総
理

大
臣
ヲ
経
」
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
「
内
務
大
臣
ニ
由
リ
内
閣
総

理
大
臣
ヲ
経
」
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
一
七
年
七
月
二
一
一
日

に
は
再
度
「
外
地
」
支
配
に
関
す
る
中
央
機
構
と
し
て
内
閣
の
外
局
に
拓

(

朝

刊

)

殖
局
が
設
置
さ
れ
、
そ
し
て
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
」
も
改
正
さ
れ
、
「
内

(
訂
)

務
大
臣
ニ
由
リ
」
と
い
う
部
分
が
削
除
さ
れ
た
。

以
後
に
も
、
日
帝
の
「
外
地
」
支
配
の
た
め
の
中
央
機
構
は
頻
繁
な
変

化
を
繰
り
返
し
た
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
中
央
機
構
と
朝
鮮
総

督
と
の
関
係
が
大
き
な
問
題
に
飛
火
し
た
の
は
、
一
九
二
九
年
に
「
外
地
」

支
配
を
二
冗
的
に
管
轄
す
る
た
め
の
機
構
と
し
て
拓
務
省
が
設
置
さ
れ
た

と
き
で
あ
っ
た
。
一
九
二
七
年
一
一
月
に
、
拓
務
省
設
置
準
備
委
員
会
が

日
帝
の
内
閣
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
そ
の
設
置
過

程
に
お
い
て
、
絶
え
ず
問
題
に
な
っ
た
の
が
朝
鮮
総
督
を
拓
務
大
臣
の
監

督
下
に
置
く
こ
と
の
如
何
で
あ
っ
た
。
日
帝
政
府
の
最
初
の
「
拓
務
省
官

制
案
」
で
は
、
拓
務
大
臣
が
他
の
「
外
地
」
と
と
も
に
韓
国
に
対
し
て
も

統
理
す
る
権
限
を
持
ち
、
そ
れ
に
相
応
じ
て
、
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
」
の

改
正
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
総
督
が
天
皇
に
上
奏
し
て
裁
可
を
受
け
る
時
は
「
拓

務
大
臣
ニ
由
リ
内
閣
総
理
大
臣
ヲ
経
」
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

で
、
枢
密
院
で
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
枢
密
顧
問
斎
藤
実
に
よ
っ
て
、

そ
れ
が
朝
鮮
の
特
別
な
地
位
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
問
題
提
起

(
勾
)

が
な
さ
れ
た
。
事
実
、
日
帝
政
府
の
草
案
の
内
容
は
上
で
見
た
一
九
二
一
一

年
の
「
内
務
省
官
制
中
改
正
」
と
そ
れ
に
よ
る
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
中
改

正
」
の
内
容
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

三
・
一
運
動
直
後
に
、
朝
鮮
総
督
を
務
め
た
経
験
を
持
つ
斎
藤
に
は
、
そ

れ
だ
け
で
も
朝
鮮
に
対
す
る
円
滑
な
支
配
に
悪
影
響
が
及
ぶ
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
後
長
い
論
争
と
折
衝
の

末
、
「
朝
鮮
総
督
の
上
奏
権
に
関
し
て
は
従
前
通
り
と
し
、
朝
鮮
総
督
は

官
制
上
全
然
拓
務
大
臣
の
指
揮
・
監
督
を
受
け
な
く
、
拓
務
省
に
朝
鮮
部

(
竹
山
}

を
設
け
朝
鮮
に
関
す
る
事
務
を
掌
ら
し
む
」
と
い
う
妥
協
案
が
作
ら
れ
、

そ
れ
を
基
礎
に
、
一
九
二
九
年
六
月
八
日
勅
令
第
一
五
二
号
「
拓
務
省
官

(
但
)

制
」
が
成
立
し
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
「
官
制
」
で
は
、
「
拓
務
大
臣
ハ

朝
鮮
総
督
府
、
台
湾
総
督
府
、
関
東
庁
、
樺
太
庁
及
南
洋
庁
ニ
関
ス
ル
事
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年ヰ

務
ヲ
統
理
シ
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
及
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
ノ
業
務
ヲ
監

督
ス
」
(
第
一
条
)
、
「
朝
鮮
部
ニ
於
テ
ハ
朝
鮮
総
督
府
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ

掌
ル
」
(
第
三
条
)
と
だ
け
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

官
制
の
成
立
後
「
台
湾
総
督
府
官
制
」
、
「
樺
太
庁
官
制
」
及
び
「
関
東
庁

官
制
」
は
、
す
べ
て
改
正
さ
れ
、
そ
の
長
官
は
す
べ
て
拓
務
大
臣
の
「
監

督
」
を
受
け
る
よ
う
に
明
記
さ
れ
た
。
し
か
し
、
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
」

(
お
)

は
結
局
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
外
地
」
に
対
す
る

相
対
的
に
強
大
な
権
限
を
与
え
ら
れ
た
拓
務
大
臣
の
場
合
に
も
、
朝
鮮
総

督
府
に
関
す
る
事
務
に
対
す
る
そ
の
統
理
権
は
、
せ
い
ぜ
い
「
た
だ
内
部

的
に
協
助
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
に
過
ぎ
な

(
お
)

か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

資

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
総
督
と
日
帝
の
中
央
政
府
と
の
関
係
は
、
そ
の
後
一

九
四
二
年
に
な
っ
て
多
少
変
化
し
た
。
一
九
三
七
年
に
中
日
戦
争
へ
そ
し

て
一
九
四
一
年
に
太
平
洋
戦
争
へ
突
入
し
た
日
帝
は
、
そ
の
本
国
及
び
「
外

地
」
行
政
機
構
の
一
元
化
の
必
要
に
よ
っ
て
、
一
九
四
二
年
に
拓
務
省
を

廃
止
し
、
韓
国
に
対
す
る
事
務
を
本
国
及
び
他
の
「
外
地
」
に
対
す
る
事

務
と
と
も
に
、
内
務
大
臣
の
所
管
へ
移
管
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
四
二
年

(
幻
)

一
一
月
一
日
の
勅
令
第
七
二
五
号
「
内
務
省
官
制
中
改
正
」
に
よ
っ
て
、

「
朝
鮮
総
督
府
、
台
湾
総
督
府
及
樺
太
庁
ニ
関
ス
ル
事
務
」
は
内
務
大
臣

が
「
統
理
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
相
応
じ

(
お
)

て
、
同
日
の
勅
令
第
七
二
七
号
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
中
改
正
」
に
よ
っ
て
、

朝
鮮
総
督
の
天
皇
へ
の
上
奏
及
、
ぴ
裁
可
は
「
内
務
大
臣
ニ
由
リ
内
閣
総
理

大
臣
ヲ
経
テ
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
内
容
は
上
で
見

た
、
一
九
一
三
年
及
び
一
九
二
九
年
の
日
帝
中
央
政
府
と
朝
鮮
総
督
の
関

係
に
つ
い
て
の
諸
勅
令
の
内
容
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は

り
同
日
の
勅
令
第
七
二
九
号
「
朝
鮮
総
督
及
台
湾
総
督
ノ
監
督
等
ニ
関
ス

(
ぬ
)
ル
件
」
に
よ
っ
て
、
「
内
務
大
臣
ハ
朝
鮮
総
督
ニ
対
シ
朝
鮮
総
督
府
ニ
関

ス
ル
事
務
ノ
統
理
上
必
要
ナ
ル
指
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
る
(
第
一
条
)

よ
う
に
な
り
、
ま
た
同
勅
令
に
よ
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
と
各
省
大
臣
は
、

勅
令
所
定
の
「
該
当
事
務
ニ
関
シ
」
、
各
々
「
朝
鮮
総
督
及
台
湾
総
督
ヲ

監
督
」
し
、
そ
の
「
事
務
ニ
付
監
督
上
必
要
ナ
ル
指
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

る
(
第
二
条
)
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
相
応
じ
て
、
上
の
勅

令
第
七
二
七
号
に
「
総
督
ハ
別
ニ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
内
閣
総
理
大
臣
及
各

省
大
臣
ノ
監
督
ヲ
承
ク
」
と
い
う
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
朝
鮮
総
督
の
地
位
に
実
質
的
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
総
督
は
、
そ
れ
以
前
ま
で
は
、
天
皇
に
対
し
て
責

任
を
も
つ
だ
け
で
、
そ
の
外
の
誰
か
ら
も
指
示
や
監
督
を
受
け
る
立
場
で

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
か
ら
は
、
内
務
大
臣
の
指
示
と
内
閣
総
理
大
臣

及
び
各
省
大
臣
の
監
督
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
変
化
は
限
定
さ
れ
た
意
味
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
ず
、
朝
鮮
総
督
に
対
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す
る
内
務
大
臣
の
指
示
は
、
台
湾
総
督
に
対
す
る
そ
れ
と
は
こ
と
な
り
、

決
し
て
「
監
督
権
」
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
は

じ
め
か
ら
、
中
央
政
府
の
監
督
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
時

の
改
正
で
内
務
大
臣
の
監
督
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
台
湾
総
督
の
場
合

は
、
そ
の
指
示
は
一
般
行
政
監
督
権
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
法
的
な
拘
束

力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
内
務
大
臣
の
統
理
だ
け
を
受
け

る
よ
う
に
な
っ
た
朝
鮮
総
督
の
場
合
は
、
そ
の
指
示
は
「
事
務
の
統
理
上

必
要
な
範
囲
内
」
で
だ
け
認
定
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
或
る
措
置
を

為
す
べ
き
こ
と
又
は
或
る
措
置
を
為
さ
ざ
る
べ
き
こ
と
に
付
て
、
自
己
の

意
見
を
述
ぶ
る
の
に
過
ぎ
な
い
」
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
法
的
な
拘
束
力

(ω) 

を
持
た
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省

大
臣
の
監
督
権
も
、
た
だ
勅
令
所
定
の
事
項
に
対
す
る
個
別
的
な
監
督
権

に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
総
督
が
「
其
等
各
大
臣

の
下
級
官
庁
と
な
っ
た
の
で
は
な
」
く
、
そ
の
指
示
は
指
揮
権
に
基
づ
い

た
訓
令
や
指
令
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
「
個
々
の
些
細
な
点

(
引
)

に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
」
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
日
帝
の

「
外
地
」
支
配
の
た
め
の
中
央
機
構
に
よ
る
統
制
は
、
他
の
「
外
地
」
長

官
に
対
し
て
と
は
異
な
り
、
朝
鮮
総
督
に
対
し
て
は
、
制
度
上
の
統
制
が

可
能
に
な
っ
た
場
合
に
も
、
「
一
般
的
な
行
政
監
督
」
の
段
階
に
ま
で
は

い
た
ら
な
い
弱
い
統
制
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
総
督
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
統
制
の
欠
如
は
、
も
ち
ろ
ん
、
「
天

皇
ニ
直
隷
」
す
る
と
い
う
、
朝
鮮
総
督
の
特
別
な
地
位
か
ら
由
縁
す
る
結

果
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
総
督
は
究
極
的
に
は
、
天
皇
に
対
し
て

の
み
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う

に
、
天
皇
に
対
し
て
責
任
を
負
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
無
責
任
と
同
じ

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
絶
対
的
な
権
力
と
無
責
任
、
こ
れ

が
朝
鮮
総
督
の
、
し
た
が
っ
て
、
韓
国
に
対
す
る
日
帝
の
支
配
機
構
の
特

性
と
し
て
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

V 

立
法
の
特
性

韓
国
で
の
日
帝
強
占
期
の
立
法
の
性
格
は
、
ま
さ
に
上
の
よ
う
な
日
帝

の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
及
び
支
配
機
構
の
特
別
な
性
格
の
延
長
線
上
に
位

置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
に
よ
れ
ば
、
立
法
権
は
天
皇
が
掌
援
し
て
い
た
。

た
だ
、
二
疋
の
場
合
そ
の
行
使
に
お
い
て
帝
国
議
会
の
関
与
が
認
め
ら
れ

た
。
つ
ま
り
、
天
皇
は
、
い
わ
ゆ
る
大
権
事
項
(
第
六
条
l
第
二
ハ
条
)

に
対
し
て
は
、
独
自
的
に
勅
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
立
法
事

項
、
す
な
わ
ち
第
二
章
の
臣
民
の
権
利
義
務
と
、
第
五
章
の
裁
判
所
の
構

成
・
裁
判
官
の
資
格
・
裁
判
官
に
対
す
る
懲
戒
・
特
別
裁
判
所
の
管
轄
・
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料

行
政
裁
判
所
、
及
び
第
六
章
の
租
税
・
税
率
な
ど
に
関
す
る
事
項
は
、
法

律
に
よ
っ
て
規
律
し
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
が
、
そ
の
法
律
を
制
定
す

る
場
合
に
は
「
帝
国
議
会
ノ
協
賛
」
を
経
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
(
第
五
条
)
。
し
た
が
っ
て
、
日
帝
の
立
法
機
構
の
核
心
は
、
天
皇
及

び
帝
国
議
会
の
協
賛
を
受
け
る
天
皇
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
他
に
、

法
規
命
令
を
制
定
す
る
権
限
を
持
つ
内
閣
総
理
大
臣
、
各
省
大
臣
、
北
海

(
必
)

道
長
官
、
府
県
知
事
等
が
い
た
。

日
帝
に
よ
れ
ば
韓
国
は
そ
の
領
土
の
一
部
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

当
然
そ
の
立
法
権
の
行
使
や
立
法
機
構
も
同
じ
形
を
し
て
い
な
く
て
は
い

け
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
で
の
立
法
権
の
行
使
及
、
ぴ
立
法

機
構
は
、
日
帝
の
そ
れ
と
比
較
し
て
も
、
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
朝
鮮
総
督
に
制
令
制
定
権
と
い
う
立
法
に
関
す
る
特
別
な
権
限
が
与

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

朝
鮮
総
督
は
、
立
法
に
関
す
る
権
限
と
し
て
、
制
令
制
定
権
と
朝
鮮
総

督
府
令
制
定
権
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
中
の
朝
鮮
総
督
府
令
は
、
総
督
が

上
位
の
法
律
と
命
令
の
範
囲
内
で
発
す
る
命
令
と
し
て
、
そ
の
制
定
権
は

他
の
日
帝
の
行
政
機
関
の
場
合
と
同
様
に
、
総
督
が
日
帝
の
行
政
機
関
で

あ
る
た
め
に
、
当
然
認
め
ら
れ
る
権
限
で
あ
っ
た
。

し
か
し
制
令
制
定
権
は
、
朝
鮮
総
督
、
だ
け
が
持
つ
立
法
に
関
す
る
特
別

な
権
限
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
の
制
令
制
定
権
は
、
一
九
一

O
年
八
月
二

資

九
日
の
緊
急
勅
令
第
三
二
四
号
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル

(
幻
)

件
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
帝
国
議
会
の
閉
会

を
理
由
に
発
せ
ら
れ
た
こ
の
緊
急
勅
令
は
、
次
の
帝
国
議
会
で
、
制
令
制

定
権
の
委
任
を
緊
急
勅
令
の
形
式
に
し
た
こ
と
は
不
当
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
に
ぶ
つ
か
り
、
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
一
九

一
一
年
三
月
二
四
日
の
勅
令
三

O
号
「
明
治
四
十
三
一
年
勅
令
第
三
百
二
十

(
付
)

四
号
ノ
効
力
ヲ
将
来
ニ
失
ハ
シ
ム
ル
ノ
件
」
に
よ
っ
て
将
来
効
力
が
な
い

も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
同
じ
内
容
に
有
効
期
間
を
つ
け
た

法
律
案
が
、
議
員
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
、
結
局
「
期
限
を
附
し
て
も
、
直

ぐ
そ
れ
を
延
長
す
る
様
で
あ
れ
ば
何
に
も
な
ら
ぬ
」
と
い
う
理
由
で
、
有

効
期
間
に
対
す
る
条
項
は
削
除
さ
れ
、
上
の
緊
急
勅
令
と
完
全
に
同
じ
内

(
必
)

容
の
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
、
一
九
一
一
年
一
一
一

(
M刊
)

月
二
四
日
法
律
第
三

O
号
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
の
法
律
第
三

O
号
の
内

容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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第
一
条

朝
鮮
ニ
於
テ
ハ
法
律
ヲ
要
ス
ル
事
項
ハ
朝
鮮
総
督

ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
条
ノ
命
令
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ヲ
経
テ
勅
裁
ヲ
請

第
二
条

フ
へ
、
ン

第

条

臨
時
緊
急
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
朝
鮮
総
督
ハ
直



第
四
条

ニ
第
一
条
ノ
命
令
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
命
令
ハ
発
布
直
後
ニ
勅
裁
ヲ
請
フ
ヘ
シ
若

勅
裁
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
朝
鮮
総
督
ハ
直
ニ
其
ノ
命

令
ノ
将
来
ニ
向
テ
効
力
ナ
キ
コ
ト
ヲ
公
布
ス
ヘ
シ

法
律
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ル
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
一
条
ノ
命
令
ハ
第
四
条
ニ
依
リ
朝
鮮
ニ
施
行
シ

タ
ル
法
律
及
特
ニ
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ

制
定
シ
タ
ル
法
律
及
勅
令
ニ
違
背
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
条

ス

第
六
条

第
一
条
ノ
命
令
ハ
制
令
ト
称
ス

東アジア文化と近代法

要
す
る
に
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
総
督
に
、
い
わ
ゆ
る
制
令
制

定
権
が
与
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
日
帝
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
総
督
に
そ
の

よ
う
な
権
限
を
与
え
た
の
は
、
「
朝
鮮
は
人
情
風
俗
其
の
他
各
種
の
事
情

内
地
と
異
な
り
同
一
の
法
令
を
以
て
之
を
律
す
る
こ
と
を
得
す
而
し
て
又

(
灯
)

時
に
機
宣
の
措
置
を
施
す
の
要
あ
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

実
質
的
に
は
、
韓
国
で
恋
意
的
な
立
法
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
総
督
は
、
韓
国
の
民
衆
の
権
利
や
司
法
及
び

租
税
に
関
す
る
事
項
を
、
日
帝
本
国
で
な
ら
帝
国
議
会
で
の
審
議
過
程
を

経
て
法
律
で
規
律
し
な
く
て
は
い
け
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
内
閣
総

理
大
臣
ヲ
経
テ
勅
裁
」
を
受
け
る
だ
け
で
、
自
分
の
命
令
と
し
て
規
律
す

る
こ
と
が
で
き
た
(
第
一
・
二
条
)
。
朝
鮮
総
督
が
緊
急
で
あ
る
と
判
断

し
た
時
に
は
、
「
内
問
総
理
大
臣
ヲ
経
テ
勅
裁
」
を
受
け
る
と
い
う
要
件

さ
え
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
た
(
第
三
条
)
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
同

じ
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
日
帝
本
国
の
法
律
や
緊
急
勅
令
も
気
に
す
る
必

要
が
な
か
っ
た
(
第
五
条
の
反
対
解
釈
)
。
要
す
る
に
、
朝
鮮
総
督
の
制

令
制
定
権
は
、
近
代
立
憲
主
義
が
保
護
し
よ
う
と
し
た
諸
価
値
に
対
す
る

規
律
に
つ
い
て
の
一
切
の
制
限
を
排
除
し
、
恐
意
的
に
立
法
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
権
限
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
上
の
法
律
第
三

O
号
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
恋
意
性
は
、
た

だ
単
に
朝
鮮
総
督
が
制
令
で
韓
国
の
立
法
事
項
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き

た
、
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
れ

ば
、
日
帝
が
便
利
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
ま
た
い
つ
で
も
天
皇

や
帝
国
議
会
が
韓
国
の
立
法
機
構
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
つ

ま
り
、
天
皇
は
自
分
の
判
断
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
勅
令
で
法
律
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
韓
国
に
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
(
第
四
条
て
ま
た
、
い

つ
で
も
特
別
に
韓
国
に
だ
け
施
行
す
る
こ
と
を
目
的
に
勅
令
や
法
律
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
(
第
五
条
)
。

法
律
第
二
一

O
号
に
よ
っ
て
、
担
保
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
立
法
の
恋
意
性
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は
、
日
帝
の
も
う
一
つ
の
「
外
地
」
で
あ
る
台
湾
の
場
合
と
比
較
し
て
も
、

特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
一
八
九
六
年
の
法
律
第
六
=
一

号
及
、
ぴ
一
九

O
六
年
の
法
律
第
三
一
号
に
よ
っ
て
、
台
湾
総
督
に
も
法
律

の
効
力
を
持
つ
命
令
(
律
令
)
を
制
定
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
上
の

法
律
第
一
二

O
号
は
、
こ
の
法
律
第
一
二
一
号
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
模
倣
し

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
五
年
の
期
限
が
付
け
ら
れ
て
い
た
法
律
第

一
一
一
一
号
が
二
度
の
期
限
延
長
の
末
、
一
九
一
七
年
に
法
律
第
三
号
「
台
湾

(
錫
)

ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
に
よ
っ
て
替
え
ら
れ
、
台
湾
総
督

の
律
令
制
定
権
は
朝
鮮
総
督
の
制
令
制
定
権
と
は
異
な
り
、
大
き
く
制
約

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
法
律
第
三
号
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

資

第
一
条

法
律
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ヲ
台
湾
ニ
随
行
ス
ル
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第

条

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
官
庁
又
ハ
公
署
ノ
職
権
法
律

上
ノ
期
間
其
ノ
他
ノ
事
項
ニ
関
シ
台
湾
特
殊
ノ
事

情
ニ
因
リ
特
例
ヲ
設
ク
ル
必
要
ア
ル
モ
ノ
ニ
付
イ

テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

台
湾
ニ
於
テ
法
律
ヲ
要
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
施
行
ス

ヘ
キ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
又
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
難

キ
モ
ノ
ニ
関
シ
テ
ハ
台
湾
総
督
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之

第

条

ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
条
ノ
命
令
ハ
主
務
大
臣
ヲ
経
テ
勅
裁
ヲ
請
フ
へ
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ン

第
四
条

臨
時
緊
急
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
台
湾
総
督
ハ
前

条
ノ
規
定
ニ
依
ラ
ス
直
ニ
第
二
条
ノ
命
令
ヲ
発
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
発
シ
タ
ル
命
令
ハ
公
布
直
後

ニ
勅
裁
ヲ
請
フ
ヘ
シ
勅
裁
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
台
湾

総
督
ハ
直
ニ
其
ノ
命
令
ノ
将
来
ニ
向
テ
効
力
ナ
キ

コ
ト
ヲ
公
布
ス
ヘ
シ

本
法
ニ
依
リ
台
湾
総
督
ノ
発
シ
タ
ル
命
令
ハ
台
湾

ニ
行
ハ
ル
ル
法
律
及
勅
令
ニ
違
反
ス
ル
ト
コ
ヲ
得

第
五
条

ス

こ
の
法
律
第
三
号
の
案
を
提
出
し
た
政
府
委
員
は
、
そ
の
提
案
理
由
と

し
て
、
「
台
湾
の
文
化
発
達
の
現
状
に
顧
み
ま
し
て
、
勅
令
を
以
て
法
律

(ω) 

を
施
行
す
る
の
途
を
広
」
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
を
挙
げ
た
。

し
か
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
法
律
第
三
号
は
、
そ
れ
以
前
の

法
律
第
三
一
号
、
し
た
が
っ
て
法
律
第
三

O
号
と
比
較
し
た
時
、
た
だ
条

文
の
順
序
だ
け
を
変
え
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
、
帝
国
議
会
の
審
議
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過
程
に
お
い
て
、
そ
の
案
が
法
律
第
一
一
一
一
号
と
違
い
が
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。
政
府
委
員
の
答
え
は
、
「
法
の
規
定
其
の

も
の
は
従
来
と
大
差
な
き
が
如
く
見
ゆ
る
も
、
従
来
は
委
任
立
法
を
原
則

と
し
て
認
め
た
る
に
対
し
、
今
回
は
原
則
と
し
て
母
国
の
法
律
を
適
用
す

べ
き
も
の
と
し
、
其
の
適
用
す
べ
き
法
律
の
存
在
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
の

み
、
例
外
的
に
委
任
立
法
を
認
め
ん
と
す
る
も
の
で
、
其
の
根
本
に
於
い

(
卯
)

て
は
重
大
な
る
差
異
の
存
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
重
大
な
差
異
」
と
は
、
法
律
第
三
号
の
第
一
条
、
第
二
条
及
び

第
五
条
に
よ
っ
て
、
台
湾
総
督
の
律
令
制
定
権
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
条
第
一
項
は
、
法
律
第
二
一
O
号
の
第
四
条

と
完
全
に
同
じ
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
第
二
項
が
追
加
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
法
律
第
三
号
は
法
律
第
三
O
号
と
は
完
全
に
異
な
る
内
容

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
日
帝
の
法
律
を
「
外
地
」
に
施
行
し
よ
う

と
す
る
時
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
支
配
の
便
宜
の
た
め
に
そ
の
法
律
の
内

容
を
変
更
し
て
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
す
る
法

的
な
根
拠
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
法
律
第
三
一
号
及
び
法
律
第
一
一
一

O
号
に
は
、
そ
の
根
拠
規
定
が
な
か
っ
た
の
で
、
勅
令
で
法
律
の
内
容
を

変
更
し
て
「
外
地
」
に
施
行
す
る
こ
と
は
法
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
律
第
三
号
第
一
条
第
二
項
は
、
ま
さ
に
そ
の
根
拠

を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
官
庁
又
ハ
公
箸
ノ
職

権
、
法
律
上
ノ
期
間
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
其
ノ
他
ノ
事
項
ニ
関
シ
」
て
も

「
台
湾
特
殊
ノ
事
情
ニ
因
リ
特
例
ヲ
設
ク
ル
必
要
ア
ル
モ
ノ
ニ
付
イ
テ
ハ

勅
令
ヲ
以
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
る
と
規
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
法
律
の
内
容
を
変
更
し
て
台
湾
で
施
行
し
よ
う
と
す
る
時
、
律

令
に
よ
ら
な
い
で
勅
令
(
施
行
勅
令
及
び
特
例
勅
令
)
で
直
接
施
行
で
き

る
道
が
開
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
台
湾
総
督
の
律
令
制

定
権
が
制
約
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
法
律
第
三
号
第
二
条
に
よ
っ
て
、
台
湾
総
督
の
律

令
制
定
権
は
、
朝
鮮
総
督
の
制
令
制
定
権
に
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
追
加

的
な
制
約
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
総
督
は
こ
の
時
か

ら
、
立
法
事
項
一
般
に
対
し
て
で
は
な
く
、
「
台
湾
ニ
於
テ
法
律
ヲ
要
ス

ル
事
項
ニ
シ
テ
施
行
ス
ヘ
キ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
」
ま
た
は
勅
令
に
よ
っ
て
法

律
を
施
行
し
「
難
キ
モ
ノ
ニ
関
シ
テ
」
だ
け
、
律
令
で
定
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
勅
令
に
よ
る
法
律
の
施
行
が
、
一
般
的
な
も
の

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
台
湾
ニ
行
ハ
ル
ル
法
律
」
が
多
く
な

る
に
つ
れ
て
、
律
令
が
そ
の
法
律
に
違
反
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
、
法

律
第
三
ロ
ザ
第
五
条
は
、
た
と
え
そ
の
内
容
が
法
律
第
三

O
号
第
五
条
と
ほ

と
ん
ど
違
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
台
湾
総
督
の
律
令
制
定
権
に
対
す

る
追
加
的
な
制
約
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
台
湾
で
は
い
わ
ゆ
る
「
内
地
法
律
延
長
主
義
」
が
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料

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
日
帝
の
法
律
を
多
少
修
正
し
て

「
外
地
」
で
施
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
韓
国
で
は
制
令
で
可
能
で
あ
っ

(
日
)

た
が
、
台
湾
で
は
勅
令
に
よ
ら
な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
朝
鮮
総
督
の
立
法
に
関
す
る
権
限
は
、
台
湾
総
督
の
そ
れ
と
比

較
し
た
時
に
も
、
は
る
か
に
恋
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
。

資

wu.

法
令
の
構
造

日
帝
強
占
期
の
法
令
は
、
そ
の
よ
う
な
立
法
の
恋
意
的
な
性
格
の
た
め

に
、
き
わ
め
て
複
雑
で
暖
昧
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
「
大
日
本
帝
国
憲

法
」
、
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
法
律
」
そ
の
他
の
法
令
を
根

(
臼
)

拠
と
す
る
韓
国
の
法
令
の
構
造
は
、
大
体
次
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
た
o

一
.
日
帝
の
法
令

(
一
)
法
律

一
勅
令
に
よ
っ
て
特
に
朝
鮮
に
施
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
法
律

帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
て
、
天
皇
が
制
定
す
る
日
帝
の
法
律
は
、
韓
国

で
は
、
天
皇
が
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
施
行
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し

て
、
勅
令
で
そ
の
施
行
を
定
め
た
時
に
は
じ
め
て
施
行
さ
れ
た
(
法
律
第

三
O
号
第
一
条
)
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
は
韓
国
で
は
原
則
的
に
は
施
行

さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
勅
令
で
法
律
を
施
行
す
る
場
合
に

も
、
「
不
便
な
」
条
文
は
、
こ
れ
を
除
外
し
て
施
行
す
る
、
一
部
施
行
が

大
部
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
不
足
な
場
合
が
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
い
わ
ゆ
る
韓
国
の
「
特
殊
事
情
」
を
考
慮
し
て
、
そ
の
法
律
の
一
部

に
変
更
を
加
え
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
に
は
、
法
律
に
そ
の
根
拠
が
必
要
で
あ
っ
た
。
上
述
の

よ
う
に
、
台
湾
の
場
合
に
は
こ
の
根
拠
が
あ
っ
た
が
、
韓
国
の
場
合
に
は

そ
れ
が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
勅
令
で
韓
国
に
法
律
を
施
行
す
る
時
、

そ
の
特
例
を
置
く
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
例
に
関
す
る
別
個
の
法
律

(
日
)

を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
と
て
も
煩
雑

な
方
式
で
あ
っ
て
、
実
際
に
も
そ
の
よ
う
な
方
式
が
使
わ
れ
る
場
合
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
特
例
が
必
要
な
場
合
、
制
令
で
「
依

用
」
す
れ
ば
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

勅
令
に
よ
っ
て
、
施
行
さ
れ
る
法
律
は
、
勅
令
の
内
容
と
し
て
施
行
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
勅
令
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
法
律
と
し

て
施
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
勅

令
で
施
行
さ
れ
た
法
律
の
改
廃
が
あ
っ
た
時
に
は
、
改
正
法
律
を
勅
令
で

施
行
す
る
追
加
的
な
手
続
き
な
く
、
そ
の
効
力
は
朝
鮮
に
も
当
然
お
よ
ぶ

こ
と
に
な
る
。
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朝
鮮
に
施
行
す
る
目
的
で
特
別
に
制
定
さ
れ
た
法
律

こ
れ
は
、
積
極
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
制
令
が
こ
の
よ
う

な
種
類
の
法
律
に
違
背
で
き
な
い
と
い
う
規
定
(
法
律
第
三
O
号
第
五
条
)

に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
韓
国
に
も
施
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
前
提
に
な
っ

て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
も
っ
て
、
そ
の
施
行
が
認
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
は
、
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ル
法
令
ニ
関

ス
ル
法
律
」
、
「
朝
鮮
銀
行
法
」
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
名
称
及
び
内
容
上

明
白
に
、
韓
国
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
法
律
と
、
「
国
防
保

安
法
」
の
よ
う
に
、
そ
の
附
則
で
特
別
に
韓
国
で
の
施
行
を
規
定
し
た
法

律
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
明
示
的
に
韓
国
で
の
施
行
が
前
提

に
な
っ
た
も
の
の
他
に
も
、
日
帝
と
「
外
地
」
相
互
間
の
交
渉
を
規
律
し

た
法
律
、
た
と
え
ば
、
民
事
及
、
び
刑
事
に
関
し
て
日
帝
と
朝
鮮
・
台
湾
・

関
東
州
・
南
洋
群
島
等
と
の
聞
の
交
渉
を
規
律
し
た
「
共
通
法
」
等
と
、

属
人
的
性
質
を
持
つ
と
解
釈
さ
れ
た
法
律
、
た
と
え
ば
、
ひ
ろ
く
日
帝
の

公
務
員
ま
た
は
そ
の
遺
族
に
適
用
し
た
「
思
給
法
」
等
が
、
韓
国
に
も
施

行
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
法
律
は
、
そ
の
名
称
や
内
容
な
ど
を
考
慮
し
て
、
韓
国
に
も

施
行
さ
れ
る
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
法
律

が
韓
国
に
施
行
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
基
準
は
存
在
し
な
か
っ

た
。
た
だ
「
各
法
律
に
つ
い
て
、
其
の
内
容
を
見
て
規
定
の
性
質
に
よ
っ

(
日
)

て
判
断
す
る
し
か
な
い
」
と
い
う
の
が
、
唯
一
の
「
基
準
」
で
あ
っ
た
。

上
の
こ
の
場
合
と
同
様
に
、
日
帝
の
法
律
の
中
の
ど
れ
が
韓
国
に
対
し

て
適
用
さ
れ
る
の
か
は
、
全
面
的
に
法
執
行
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

(
二
)
勅
令

一

勅

令

天
皇
の
命
令
で
あ
る
勅
令
は
、
天
皇
の
統
治
権
が
及
ぶ
韓
国
に
も
原
則

的
に
施
行
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
一
立
回
っ
て
、

す
べ
て
の
勅
令
が
韓
国
に
施
行
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
大
権

事
項
に
対
す
る
独
立
命
令
で
あ
る
勅
令
は
、
そ
の
中
の
、
韓
国
に
施
行
す

る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
も
の
、
た
と
え
ば
、
韓
国
に
関
す
る
諸
官
制
、
「
朝

鮮
教
育
令
」
な
ど
は
、
当
然
に
韓
国
に
施
行
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
も
の
は

当
然
に
施
行
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
に
も
、
そ

の
両
者
を
区
別
す
る
明
確
な
基
準
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
勅
令
の
内
容
に

よ
っ
て
、
判
断
す
る
し
か
な
い
と
主
張
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
韓
国
に
施

行
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
勅
令
で
は
な
い
勅
令
を
、
後
で
韓
国
に
施
行

す
る
た
め
に
は
、
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
明
文
の
規
定

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
勅
令
自
体
を
改
正
し
て
、
韓
国

に
も
施
行
す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
他
の
勅
令
で
そ
れ
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半ト

を
韓
国
に
施
行
す
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
、
ま
た
他
の
勅
令
で

施
行
す
る
べ
き
勅
令
を
依
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
執
行
命
令
ま
た
は
委
任
命
令
で
あ
る
勅
令
は
、
法
律

の
施
行
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
法
律
の
委
任
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
の
で
、
そ
の
韓
国
へ
の
施
行
は
、
関
係
法
律
の
韓
国
で
の
施
行
如

何
に
か
か
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
韓
国
に
施
行
さ
れ
な
い

法
律
の
施
行
命
令
ま
た
は
委
任
命
令
は
、
当
然
に
韓
国
に
も
施
行
さ
れ
な

い
と
解
釈
さ
れ
た
が
、
韓
国
に
施
行
さ
れ
る
法
律
の
場
合
に
は
、
そ
の
類

型
が
多
様
で
あ
る
の
で
、
類
型
毎
に
勅
令
の
施
行
如
何
が
問
題
に
な
っ
た
。

「
朝
鮮
に
直
接
施
行
さ
れ
る
法
律
」
の
場
合
は
、
そ
の
執
行
命
令
ま
た
は

委
任
命
令
は
、
当
然
に
韓
国
に
も
施
行
さ
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
に
も
、
そ
の
法
律
が
韓
国
及
び
日
帝
ま
た
は
他
の

「
外
地
」
に
、
共
通
的
に
施
行
さ
れ
る
時
は
、
そ
の
施
行
命
令
ま
た
は
委

任
命
令
は
、
ど
こ
に
施
行
す
る
こ
と
を
目
的
に
制
定
し
た
の
か
を
も
う
一

度
明
ら
か
に
し
て
、
韓
国
以
外
の
地
域
へ
の
施
行
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た

命
令
は
、
韓
国
で
は
施
行
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。
次
に
、
「
勅
令
で

朝
鮮
に
施
行
す
る
法
律
」
は
、
本
来
は
、
韓
国
に
施
行
す
る
こ
と
を
目
的

に
制
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
法
律
が
韓
国
に
施
行

さ
れ
る
前
に
制
定
さ
れ
た
命
令
は
、
当
然
に
韓
国
に
は
施
行
さ
れ
な
く
、

そ
の
法
律
が
韓
国
に
施
行
さ
れ
た
後
に
制
定
さ
れ
た
命
令
の
場
合
も
、
そ

資

の
法
律
は
韓
国
と
他
の
地
域
に
共
通
的
に
施
行
さ
れ
る
た
め
に
、
も
う
一

度
そ
の
制
定
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
、
韓
国
へ
の
施
行
如
何
を
判
断
し

な
く
て
は
い
け
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。
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緊
急
勅
令

「
公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
避
ク
ル
為
緊
急
ノ
必
要
二

因
リ
帝
国
議
会
閉
会
ノ
場
合
ニ
法
律
ニ
代
ル
」
た
め
に
制
定
さ
れ
、
「
次

ノ
会
期
ニ
於
テ
帝
国
議
会
ニ
提
出
」
し
て
、
「
若
議
会
ニ
於
テ
承
諾
セ
サ

ル
ト
キ
ハ
:
:
:
将
来
ニ
向
テ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
公
布
」
す
べ
き

(
「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
第
八
条
)
、
緊
急
勅
令
の
韓
国
で
の
施
行
に
つ
い

て
は
、
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
特
に
韓
国
に
施
行
す
る
目

的
で
、
緊
急
勅
令
を
発
し
た
場
合
は
、
「
特
ニ
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ル
目
的
ヲ

以
テ
制
定
シ
タ
ル
法
律
」
に
準
じ
て
、
韓
国
に
直
接
施
行
さ
れ
る
と
解
釈

さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
特
に
韓
国
に
施
行
す
る
目
的
を
持
た
ず
に
制
定
さ

れ
た
緊
急
勅
令
を
、
事
後
的
に
韓
国
に
施
行
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に

は
、
ど
う
す
る
の
か
は
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第
一
に
、

そ
の
よ
う
な
緊
急
勅
令
は
、
発
令
当
初
に
は
当
然
に
韓
国
に
施
行
さ
れ
な

い
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
理
由
は
、
そ
れ
が
韓
国
に
施

行
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
る
し
か
な

い
。
第
二
に
、
緊
急
勅
令
は
、
議
会
の
承
諾
を
受
け
た
後
に
は
、
法
律
と



完
全
に
同
じ
効
力
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
承
諾
後
の
緊
急
勅
令
を
韓
国

に
施
行
す
る
た
め
に
は
、
法
律
の
韓
国
へ
の
施
行
と
同
様
に
、
勅
令
で
そ

の
全
部
ま
た
は
一
部
の
施
行
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。

第
三
に
、
緊
急
勅
令
発
令
で
、
議
会
の
承
諾
ま
で
の
問
に
、
そ
れ
を
韓
国

に
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
緊
急
勅
令
が
法
律
事
項
を
規
律
す
る

の
だ
か
ら
、
勅
令
で
も
っ
て
韓
国
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
釈

さ
れ
た
。
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閤
令
及
び
省
令

日
帝
の
内
閤
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
が
制
定
す
る
閤
令
及
び
省
令
は
、

そ
れ
ら
の
権
限
が
原
則
的
に
韓
国
に
お
よ
ば
な
い
の
で
、
や
は
り
、
原
則

的
に
は
韓
国
に
施
行
さ
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
。
第
一
に
、
韓
国
に
も
関

連
が
あ
る
事
項
と
し
て
、
特
に
中
央
官
庁
の
権
限
に
留
保
さ
れ
て
い
て
、

朝
鮮
総
督
の
権
限
に
属
さ
な
い
事
項
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
関
す
る
閤
令

及
び
省
令
が
、
韓
国
に
施
行
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
第
二
に
、
総
督
の

権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
特
に
中
央
官
庁
の
統
制
の
下
に
あ
る

事
項
に
関
し
て
は
、
そ
の
限
度
で
閤
令
ま
た
は
省
令
が
、
韓
国
に
施
行
さ

れ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。

二
.
朝
鮮
総
督
府
の
法
令

(
一
)
制
令

上
述
し
た
日
帝
の
法
令
は
、
朝
鮮
総
督
の
制
令
制
定
権
と
の
関
係
上
、

例
外
的
に
の
み
韓
国
に
施
行
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
の
法
令
の
大

部
分
は
、
制
令
以
下
の
朝
鮮
総
督
府
の
法
令
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
特
に

制
令
に
は
、
「
朝
鮮
民
事
令
」
、
「
朝
鮮
刑
事
令
」
等
、
多
数
の
重
要
な
法

令
が
含
ま
れ
て
い
て
、
三
五
年
間
に
総
五
二
六
件
で
、
旧
制
令
の
改
廃
に

(
日
)

関
す
る
も
の
を
除
い
て
も
二
七
O
件
に
達
し
た
。

朝
鮮
総
督
は
、
韓
国
で
の
立
法
事
項
、
す
な
わ
ち
、
韓
国
人
民
の
権
利

義
務
、
韓
国
で
の
司
法
及
び
租
税
に
関
す
る
事
項
を
規
律
す
る
制
令
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
朝
鮮
総
督
は
、
日
帝
の
法
律
を
依
用
す

る
制
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
依
用
」
と
は
、
た
と
え
ば
、
「
朝

鮮
民
事
令
」
(
一
九
一
二
年
の
制
令
第
七
号
)
の
第
一
条
で
、
「
民
事
ニ
関

ス
ル
事
項
ハ
本
令
其
ノ
他
ノ
法
令
ニ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外

左
ノ
法
律
ニ
依
ル
」
と
規
定
し
、
民
法
・
信
託
法
・
商
法
・
手
形
法
・
有

限
会
社
法
・
破
産
法
・
和
議
法
・
民
事
訴
訟
法
な
ど
を
列
挙
し
た
後
、
第

一
一
条
以
下
で
、
韓
国
で
の
特
例
を
規
定
す
る
こ
と
の
よ
う
に
、
日
帝
の
法

律
に
変
更
を
加
え
て
、
朝
鮮
に
施
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
制
令
の
制
定
に
お
い
て
、
朝
鮮
総
督
に
諜
せ
ら
れ
る
制
約
は
、

内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
、
天
皇
の
勅
裁
を
受
け
な
く
て
は
い
け
な
い

こ
と
と
、
韓
国
に
施
行
さ
れ
た
法
律
、
そ
し
て
特
に
韓
国
に
施
行
す
る
目
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汁
ル
1

4
治

1

的
で
制
定
さ
れ
た
法
律
及
び
勅
令
に
違
背
で
き
な
い
こ
と
の
二
つ
だ
け
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
総
督
は
、
台
湾
総
督
の
場
合
と
は
こ
と
な

り
、
上
の
事
項
に
関
し
て
い
つ
で
も
制
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ

ら
に
朝
鮮
で
施
行
さ
れ
る
例
外
的
な
法
律
及
び
勅
令
に
違
背
し
な
い
限
り
、

ど
ん
な
内
容
で
も
制
令
の
中
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
日
帝
の
法
律
が
、
制
令
に
よ
っ
て
依
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
法

律
は
法
律
と
し
て
で
は
な
く
、
制
令
の
内
容
と
し
て
間
接
的
に
、
韓
国
に

施
行
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
依
用
さ
れ
る
法
律
と
制
令
は
、

完
全
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
帝
で
法
律
の
改

廃
が
あ
る
場
合
に
も
、
そ
の
効
果
が
、
韓
国
に
当
然
に
お
よ
ぶ
の
で
は
な

く
、
ま
た
総
督
は
、
日
帝
で
の
法
律
に
改
廃
が
な
い
場
合
に
も
、
い
つ
で

も
制
令
の
改
廃
を
通
し
て
、
そ
の
法
律
の
施
行
の
如
何
及
び
施
行
の
程
度

を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
こ
れ
と
関
連
し
て
は
、
制
令
に
よ
っ

て
依
用
さ
れ
た
法
律
が
改
正
さ
れ
た
時
は
、
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、

改
正
法
律
の
施
行
日
か
ら
改
正
法
律
に
よ
る
と
い
う
特
別
な
規
定
が
あ
っ

〈
日
)

た。

資

(
二
)
朝
鮮
総
督
府
令

朝
鮮
総
督
府
令
は
、
朝
鮮
総
督
が
そ
の
職
権
ま
た
は
特
別
な
委
任
に

よ
っ
て
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
命
令
で
あ
っ
た
(
「
朝
鮮
総
督
府
官
制
」

第
四
条
)
。
こ
こ
で
特
別
の
委
任
と
は
、
法
律
及
び
勅
令
に
よ
る
委
任
だ

け
で
な
く
、
そ
れ
ら
と
同
列
に
位
置
す
る
、
制
令
に
よ
る
委
任
も
含
ま
れ

て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
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朝
鮮
総
督
の
権
限
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
、
ぴ
各
省
大
臣
と
ほ
と
ん
ど
同

格
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
朝
鮮
総
督
府
令
で
規
定
す
る
事

項
は
、
お
お
む
ね
閣
令
ま
た
は
省
令
で
規
定
す
る
も
の
に
該
当
す
る
。
し

か
し
、
府
令
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
罰
則
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
あ
る

い
は
禁
鋼
、
拘
留
、
二

O
O
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
と
し
て
勅
令
と

同
じ
程
度
(
一
八
九

O
年
九
月
一
八
日
の
法
律
第
八
四
号
「
命
令
ノ
条
項

違
反
ニ
関
ス
ル
罰
則
ノ
件
」
)
と
し
て
相
対
的
に
強
い
罰
別
で
あ
っ
た
。

(
三
)
地
方
官
庁
の
命
令

一
道
一
ム
下

道
令
は
、
道
知
事
が
官
内
の
行
政
事
務
に
関
し
て
、
職
権
ま
た
は
委
任

の
範
囲
内
で
発
す
る
命
令
で
あ
っ
た
(
一
九
一

O
年
九
月
一
一
一

O
日
の
勅
令

(
幻
)

第
三
五
七
号
「
朝
鮮
総
督
府
地
方
官
官
制
」
第
六
条
)

0

道
令
は
そ
の
内

容
上
、
日
帝
の
府
県
令
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
罰
則
は
、
三
ヶ
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
禁
鋼
、
拘
留
、
一

O

(
路
)

O
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
と
し
て
、
そ
の
程
度
は
閑
令
ま
た
は
省
令

の
場
合
と
同
じ
で
、
府
県
令
の
場
合
よ
り
か
な
り
古
向
か
っ
た
。
こ
の
罰
則



は
、
台
湾
の
場
合
と
比
較
す
る
時
に
も
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
該

当
す
る
台
湾
の
法
令
は
、
州
令
及
び
庁
令
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
附
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
罰
則
の
限
度
は
、
州
令
の
場
合
、
二
ヶ
月
以
下
の
懲
役
あ

る
い
は
禁
鋼
、
拘
留
、
七
O
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
、
庁
令
の
場
合
、

拘
留
ま
た
は
科
料
と
し
て
道
令
の
場
合
よ
り
か
な
り
低
か
っ
た
。

島
令

島
令
は
、
島
司
が
管
内
の
行
政
事
務
に
関
し
て
、
法
令
に
よ
っ
て
、
ま

た
は
道
知
事
に
よ
っ
て
委
任
を
受
け
た
事
項
に
対
し
て
発
す
る
命
令
で

あ
っ
た
(
「
朝
鮮
総
督
府
地
方
官
官
制
」
第
一
二
条
の
五
)
。
こ
こ
に
は
、

罰
則
を
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

東アジア文化と近代法

二
一
.
「
旧
法
令
」

い
わ
ゆ
る
「
併
合
」
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
韓
国
は
な
く
な
っ
て
、
韓
国

が
日
帝
の
領
土
の
一
部
に
な
っ
た
の
で
、
当
然
に
そ
の
時
点
ま
で
、
韓
国

で
施
行
さ
れ
て
き
た
法
令
は
、
そ
れ
が
旧
韓
国
の
法
令
で
あ
れ
日
帝
の
法

令
で
あ
れ
、
そ
の
効
力
を
喪
失
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

整
理
統
合
の
た
め
に
と
い
う
理
由
で
、
一
九
一

O
年
八
月
二
九
日
の
制
令

(
日
)

第
一
号
「
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
法
令
ノ
効
力
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
、
「
朝

鮮
総
督
府
設
置
ノ
際
朝
鮮
ニ
於
イ
テ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ
ヘ
キ
帝
国
法
令
及

韓
国
法
令
ハ
当
分
ノ
内
朝
鮮
総
督
ノ
発
シ
タ
ル
命
令
ト
シ
テ
尚
其
ノ
効
力

ヲ
有
ス
」
と
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
法
令
は
、
一
九
一

O
年

一
O
月
-
日
の
制
令
第
八
号
「
明
治
四
十
三
年
制
令
第
-
号
ニ
依
ル
命
令

(ω) 

ノ
区
分
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
っ
て
、
「
制
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ル
事
項
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
制
令
、
其
ノ
朝
鮮
総
督
府
令
ヲ
以
テ
定
ム

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
事
項
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
朝
鮮
総
督
府
令
、
:
・
道
令
ヲ

以
テ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
事
項
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
道
令
・
:
ヲ
以
テ
定

メ
タ
ル
モ
ノ
ト
」
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
の
「
韓
国
法
令
」
と
は
、
大
韓
帝
国
の
法
令
を
、
そ
し
て
「
帝

国
法
令
」
と
は
、
日
帝
の
法
令
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
合
併
」
時

に
効
力
の
存
続
が
認
め
ら
れ
た
日
帝
の
法
令
は
、
そ
の
韓
国
に
対
す
る
侵

略
の
段
階
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
を
し
て
い
た
。
日
帝
は
、
一
八
七

六
年
か
ら
韓
国
各
地
に
領
事
館
を
お
き
、
在
韓
日
本
人
に
関
す
る
領
事
館

令
を
発
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
O
五
年
の
「
乙
巳
条
約
L

強
制
で
、
韓
国

の
外
交
権
を
奪
取
し
た
後
に
は
、
領
事
館
を
廃
止
し
て
、
統
監
府
及
び
理

事
庁
を
置
き
、
統
監
及
び
理
事
官
が
在
韓
日
本
人
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

行
政
命
令
で
あ
る
統
監
府
令
及
び
理
事
庁
令
を
発
し
た
。
そ
の
後
、
一
九

O
九
年
七
月
に
司
法
権
、
一
九
一

O
年
六
月
に
警
察
権
を
奪
取
し
た
後
に
(
引
)

は
、
新
し
く
設
置
さ
れ
た
統
監
府
警
務
総
長
が
、
京
城
で
警
務
総
監
部
令

(
位
)

を
、
各
道
に
設
置
さ
れ
た
警
務
部
長
が
、
各
道
で
警
務
部
令
を
職
権
ま
た
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料

は
委
任
に
よ
っ
て
発
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
か
ら
、
司
法
及
び
警
察
に

関
す
る
日
帝
官
庁
の
命
令
は
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
韓
国
人
に
も
適
用

さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
併
合
」
時
、
韓
国
で
施
行
さ
れ
た
日

帝
の
法
令
は
、
韓
国
で
制
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
統
監
府
令
、
警
務

総
監
部
令
、
警
務
部
令
、
理
事
庁
令
、
領
事
館
令
(
領
事
館
廃
止
後
、
継

続
的
に
理
事
庁
令
と
し
て
効
力
を
持
っ
た
も
の
)
の
五
種
類
が
あ
っ
て
、

そ
の
外
に
在
韓
日
本
人
に
対
す
る
法
律
、
勅
令
、
外
務
省
令
な
ど
、
日
帝

本
国
で
制
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
日
帝
の
法
令
す
べ
て
が
、

制
令
第
一
号
及
び
第
八
号
に
よ
っ
て
、
継
続
的
に
効
力
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

資

こ
れ
ら
旧
法
令
の
人
的
な
効
力
は
、
多
様
で
あ
っ
た
。
基
本
的
に
は
、

元
来
、
韓
国
法
令
は
原
則
的
に
韓
国
人
に
、
韓
国
で
の
日
帝
法
令
は
原
則

的
に
日
本
人
に
適
用
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
旧
韓
国
法
令
は
原
則
的
に

韓
国
人
に
、
旧
日
帝
法
令
は
原
則
的
に
日
本
人
に
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
さ

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
存
し
た
日
帝
の
法
令
は
、
地
域
的
ま
た
は
人

的
な
効
力
が
、
そ
の
複
雑
な
沿
革
に
伴
っ
て
、
一
層
複
雑
で
あ
っ
た
。
た

と
え
ば
、
「
保
安
規
則
」
(
一
九
O
六
年
統
監
府
令
第
一

O
号
)
、
「
出
版
規

則
」
(
一
九
O
七
年
統
監
府
令
第
二
O
号
)
、
「
新
聞
紙
規
則
」
(
一
九
O
八

年
統
監
府
令
第
二
一
号
)
は
、
日
本
人
及
び
外
国
人
に
適
用
さ
れ
、
「
屋

外
集
会
禁
止
ノ
件
」
(
一
九
一

O
年
統
監
府
令
第
三
号
)
は
、
韓
国
人
、

日
本
人
及
び
外
国
人
に
適
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
警
務
総
監
部
令
は
、
京

城
で
だ
け
効
力
を
持
っ
た
が
、
一
九
一
九
年
に
な
っ
て
、
総
督
府
令
第
一

三
二
号
「
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
長
ノ
命
令
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
事
項
ニ
関
ス

(
臼
)
ル
件
」
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
総
督
府
令
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、

全
韓
国
に
効
力
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
。

こ
れ
ら
市
法
令
は
、
そ
の
後
、
漸
次
廃
止
さ
れ
て
行
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
中
で
も
、
代
表
的
な
悪
法
と
目
さ
れ
た
諸
法
令
は
、
強
占
が
終
わ
る

時
ま
で
、
そ
の
効
力
を
持
ち
続
け
た
。
一
九
四
五
年
現
在
、
旧
韓
国
法
令

と
し
て
、
「
新
聞
紙
法
」
(
一
九
O
七
年
法
律
第
一
号
)
、
「
保
安
法
」
(
一

九
O
七
年
法
律
第
二
号
)
、
「
固
有
未
懇
地
利
用
法
」
(
一
九
O
七
年
法
律

第
四
号
)
、
「
出
版
法
」
(
一
九
O
九
年
法
律
第
二
号
)
等
、
法
律
・
勅
令
・

訓
令
を
あ
わ
せ
て
一
七
件
、
日
帝
法
令
と
し
て
は
「
保
安
規
則
」
、
「
出
版

規
則
」
、
「
新
聞
紙
規
則
」
等
、
統
監
府
令
及
び
訓
令
一
六
件
が
残
っ
て
い

(
例
)

た。

北法52(2・234)664

四

お
わ
り
に

今
ま
で
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
の
基
本
原
理
、
そ
の
支
配
機
構
の
特

性
、
立
法
の
特
性
及
び
法
令
の
構
造
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ

で
、
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
出
せ
る
も
の
は
、
「
恋
意
性
」
た
だ
一
つ
で
あ
る
。



神
的
な
権
威
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
日
帝
そ
れ
自
体
の
性
格
及
、
び
、
そ
の

延
長
と
し
て
の
韓
国
支
配
機
構
の
性
格
が
、
恋
意
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
る
立
法
の
方
式
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
法
令
の
構
造
も
同
様

に
恋
音
山
的
で
あ
っ
た
。

韓
国
で
立
法
事
項
を
規
律
す
る
法
令
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
、
彼
の
ほ
し

い
ま
ま
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
朝
鮮
総
督
に
よ
っ
て
、
彼
の
ほ
し
い

ま
ま
に
作
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
れ
に
関
す
る
日
帝
本
国
の
法
律
及

び
勅
令
は
、
韓
国
に
そ
の
ま
ま
施
行
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
、
一
部
だ
け
施

行
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
、
変
形
し
た
形
で
施
行
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
、
全

く
施
行
さ
れ
な
い
こ
と
も
で
き
た
。
韓
国
の
人
民
た
ち
は
、
日
帝
や
台
湾

の
人
民
よ
り
、
も
っ
と
重
い
罰
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に
一

定
の
場
合
に
は
、
法
典
の
中
に
存
在
す
る
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
こ

と
も
あ
っ
た
。

東アジア文化と近代法

そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
法
は
た
だ
恋
意
的
な
道
具
で
あ
る
し
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
抑
圧
の
道
具
で
あ
り
、
搾
取
の
道
具
で
あ
り
、
民
族
抹
殺

の
道
具
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
を
、
=
一
五
年
と
い
う
長

い
期
間
の
間
経
験
す
る
中
で
、
強
占
下
韓
国
人
民
た
ち
の
心
の
中
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
は
、
ま
ず
法
虚
無
主
義
で
あ
っ
た
。
法
を
守
る
こ

と
が
自
分
の
民
族
に
対
す
る
反
逆
に
な
る
状
況
で
、
支
配
者
が
気
の
向
く

ま
ま
に
作
る
暴
力
的
な
法
が
自
分
た
ち
の
人
生
を
採
摘
す
る
状
況
で
、
異

民
族
の
言
語
、
異
民
族
の
法
律
に
よ
っ
て
、
裁
判
を
受
け
な
く
て
は
い
け

な
い
状
況
で
、
彼
ら
の
心
の
中
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
は
、
法
に

対
す
る
異
質
感
と
疎
外
感
、
そ
し
て
敵
憶
心
以
外
に
、
な
に
も
の
で
も
あ

り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
方
で
、
彼
ら
の
心
の
片
側
ー

を
、
法
万
能
主
義
が
ま
た
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
法
の
名
で
、
生
命
と

財
産
は
も
ち
ろ
ん
、
言
語
と
名
前
ま
で
奪
わ
れ
る
状
況
で
、
法
は
そ
れ
こ

そ
「
無
所
不
為
」
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
日
帝
強
占
期
の
法
は
、
気
の
向
く
ま
ま
に
作
ら
れ
、
気
の

向
く
ま
ま
に
施
行
さ
れ
る
法
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
法

を
「
立
憲
主
義
的
」
な
法
、
し
た
が
っ
て
「
近
代
的
」
な
法
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
そ
れ
は
、
「
近
代
的
」
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
反
近

代
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
法
体
系

に
よ
っ
て
、
韓
民
族
が
た
だ
単
に
立
憲
主
義
H
近
代
へ
と
進
む
こ
と
が
遮

断
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
立
憲
主
義
H
近
代
か
ら
一
層
遠
ざ
か
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
立
憲
主
義
H
近
代
へ
と
進
む
可
能
性

が
著
し
く
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
て
、
一
九
四
五
年
光

復
を
迎
え
た
韓
民
族
に
は
、
法
体
系
と
関
連
し
て
、
た
だ
単
に
立
憲
主
義

的
な
法
体
系
の
樹
立
だ
け
で
な
く
、
反
立
憲
主
義
的
な
法
体
系
の
積
極
的

な
清
算
と
い
う
課
題
が
同
時
に
諜
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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注
(
l
)
そ
の
強
迫
の
例
は
多
い
が
、
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
あ
げ
て
み

る
と
、
一
一
九

O
五
年
一
一
月
一
五
日
、
特
派
大
使
伊
藤
博
文

が
韓
国
の
皇
帝
に
対
し
て
、
条
約
の
草
案
と
い
う
も
の
を
提
示
し

な
が
ら
、
「
(
本
案
ハ
)
帝
国
政
府
ノ
確
定
議
ナ
レ
ハ
今
日
ノ
要
ハ

唯
々
陛
下
ノ
御
決
心
如
何
ニ
存
ス
御
承
諾
ア
ル
ト
モ
又
或
ハ
御
拒

ミ
ア
ル
ト
モ
御
勝
手
タ
リ
ト
難
モ
若
シ
御
拒
ミ
柑
成
ラ
ン
カ
帝
国

政
府
ハ
巳
ニ
決
心
ス
ル
所
ア
リ
其
結
果
ハ
果
、
ン
テ
那
漫
ニ
達
ス
ヘ

キ
カ
葦
シ
貴
国
ノ
地
位
ハ
此
条
約
ヲ
締
結
ス
ル
ヨ
リ
以
上
ノ
困
難

ナ
ル
境
遇
ニ
坐
シ
一
一
層
不
利
益
ナ
ル
結
果
ヲ
覚
悟
セ
ラ
レ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
ス
」
と
強
迫
し
た
こ
と
(
「
伊
藤
大
使
内
謁
見
始
末
」
、
神
川

彦
松
監
修
/
金
正
明
編
、
『
日
韓
外
交
資
料
集
成
』
第
六
巻
上
、

巌
南
堂
書
居
、
一
九
六
回
、
二
五
頁
)
、
コ
一
七
日
の
午
後
、
大

臣
会
議
が
関
か
れ
た
時
、
本
会
議
場
の
な
か
ま
で
万
を
差
し
た
日

本
憲
兵
や
警
察
が
入
り
込
み
、
会
議
場
や
宮
闘
の
周
透
に
は
完
全

武
装
し
た
日
本
軍
兵
士
が
包
囲
し
、
日
本
公
使
館
ま
え
な
ど
ソ
ウ

ル
の
全
域
を
武
装
し
た
日
本
軍
兵
士
が
市
街
行
進
し
、
市
内
の
各

城
門
に
は
野
砲
や
機
関
銃
ま
で
備
え
た
日
本
軍
部
隊
が
配
置
さ
れ

る
な
ど
、
大
々
的
な
武
力
示
威
が
行
わ
れ
た
こ
と
(
李
泰
鎮
編
著
、

『
日
本
の
大
韓
帝
国
強
占
』
、
ソ
ウ
ル
一
カ
チ
、
一
九
九
五
、
四

九
!
六
二
頁
参
照
)
、
ヨ
当
時
の
伊
藤
の
随
行
員
が
残
し
た
記
録

に
よ
れ
ば
、
一
七
日
の
会
議
で
伊
藤
の
強
迫
に
も
か
か
わ
ら
ず
最

後
ま
で
反
対
し
続
け
た
韓
参
政
大
臣
が
別
室
へ
退
い
た
と
き
、
「
伊

資

藤
侯
ハ
他
ヲ
顧
ミ
テ
『
余
リ
駄
々
ヲ
担
ネ
ル
様
ダ
ツ
タ
ラ
殺
ツ
テ

シ
マ
エ
」
ト
大
キ
ナ
声
デ
嘱
イ
タ
。
然
ル
ニ
愈
々
御
裁
可
ぃ
刀
出
テ

調
印
ノ
段
ト
ナ
ツ
テ
モ
参
政
大
臣
ハ
依
然
ト
シ
テ
姿
ヲ
見
セ
ナ
イ
。

ソ
コ
デ
誰
カ
ガ
之
ヲ
訪
カ
ル
ト
伊
藤
侯
ハ
舷
ク
様
ニ
『
殺
ツ
タ
ダ

ロ
ウ
」
ト
澄
シ
テ
居
ル
。
列
席
ノ
閣
僚
中
ニ
ハ
日
本
語
ヲ
解
ス
ル

者
ガ
二
、
三
人
居
テ
之
ヲ
開
ク
ト
忽
チ
其
隣
ヘ
其
隣
ヘ
ト
此
事
ヲ

畷
キ
伝
ヘ
テ
調
印
ハ
難
ナ
ク
パ
タ
パ
タ
ト
終
ツ
テ
シ
マ
ッ
タ
よ

と
い
う
こ
と
(
西
四
辻
公
尭
、
『
韓
末
外
交
秘
話
』
、
一
九
三

O
、

四
八
頁
。
こ
の
本
の
コ
ピ
ー
は
、
関
西
大
学
の
坂
元
茂
樹
教
授
か

ら
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
)

な
ど
で
あ
る
。

(
2
)
戸
塚
悦
朗
、
「
一
九
O
五
年
の
ぷ
韓
国
保
護
条
約
。
の
無
効
と
従

軍
慰
安
婦
・
強
制
連
行
問
題
の
ゆ
く
え
」
、
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四

六
六
、
一
九
九
三
.
一

O
一
李
泰
鎮
、
「
韓
国
併
合
は
成
立
し
て
い

な
い
」
上
・
下
、
「
世
界
』
一
九
九
八
年
七
・
八
月
号
一
同
人
、
「
韓

国
侵
略
に
関
連
す
る
諸
協
定
の
み
破
格
で
あ
っ
た
」
、
『
世
界
」
一

九
九
九
年
三
月
号
一
笹
川
紀
勝
、
「
日
韓
に
お
け
る
法
的
な
『
対
話
』

を
め
ざ
し
て
」
、
『
世
界
』
一
九
九
九
年
七
月
号
一
李
泰
鎮
、
「
略
式

条
約
で
ど
う
や
っ
て
国
権
を
移
譲
で
き
る
の
か
」
上
・
下
、
『
世
界
』

二
0
0
0
年
五
・
六
月
号
一
荒
井
信
一
、
「
歴
史
に
お
け
る
合
法
論
、

不
法
論
を
考
え
る
」
、
『
世
界
』
二

0
0
0
年
一
一
月
号
参
照
。

ま
た
、
「
無
放
論
」
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
坂
元
茂
樹
、
「
日

韓
は
旧
条
約
問
題
の
落
と
し
穴
に
陥
つ
て
は
な
ら
な
い
」
、
「
世
界
』

北法52(2.236)666
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一
九
九
八
年
九
月
号
一
海
野
福
寿
、
「
李
教
授
『
韓
国
併
合
不
成
立

論
』
を
再
検
討
す
る
」
、
「
世
界
』
一
九
九
九
年
一

O
月
号
一
同
人
、

『
韓
国
併
合
史
の
研
究
』
、
岩
波
書
庖
、
二
0
0
0
参
照
。

こ
れ
ら
の
反
論
に
対
す
る
詳
し
い
再
反
論
は
ほ
か
の
機
会
に
譲

る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
坂
元
教
授
の
反
論
に
対
し

て
は
、
坂
元
教
授
も
注
目
し
て
い
る
(
注
一
)
の
よ
う
な
強
迫
の

諸
事
実
は
、
教
授
の
別
の
論
文
(
「
日
韓
保
護
条
約
の
致
力
」
、
「
法

学
論
集
』
[
関
西
大
学
]
第
四
四
巻
四
・
五
合
併
号
、
一
九
九
五
.

一
)
の
細
密
な
国
際
法
的
分
析
に
従
う
時
、
少
な
く
と
も
「
乙
巳

条
約
」
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
主
張

の
方
が
も
っ
と
説
得
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
だ
け

を
指
摘
し
て
お
く
。

ま
た
、
海
野
教
授
の
反
論
で
あ
る
「
合
法
不
当
論
」
に
対
し
て

は
、
争
点
が
合
法
か
不
法
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
「
不
当
」
を

主
張
す
る
こ
と
は
的
外
れ
の
感
が
あ
る
、
と
い
う
点
と
、
海
野
教

授
が
「
不
当
」
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
強
迫
の
諸
事
実
は
、

坂
元
教
授
の
論
文
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
個
人

に
対
す
る
強
迫
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
条
約
は
無
効
で
あ
る
と
い

う
当
時
の
国
際
法
に
照
ら
し
て
み
る
時
、
実
は
「
不
法
」
を
証
明

し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
点
だ

け
を
指
摘
し
て
お
く
。

(3)
の

E
S
刃
包
σ
g
n
F
O
2
2
N
Z
n
z
g
d
E叫
n
n
z
c
E
E
Z司
加
刊
'

間四円

N-呂
町
四
国
河

nnZT
河
内
町
、
H

号
、

Eミ
。
旬
。
HMER-u・〉巴
2
・・-申
ua-
∞
-
凶
品
斗
『
『

(
4
)
崖
鍾
庫
、
「
欧
米
法
受
容
と
韓
国
法
文
化
」
、
「
季
刊
思
想
と
政
策
』

一
九
八
九
年
秋
号
、
一
八
一
・
一
七
七
頁
。
ま
た
、
崖
鍾
庫
、
『
韓

国
法
思
想
史
』
、
ソ
ウ
ル
一
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
一
九
八
九
、

二
五
二
頁
も
参
照
。

(
5
)
朴
乗
濠
、
「
法
制
面
か
ら
見
た
目
帝
の
統
治
方
式
」
、
「
韓
国
法
制

史
孜
』
、
ソ
ウ
ル
一
法
文
社
、
一
九
八
三
、
四
四
四
頁
。

(
6
)
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
日
帝
強
占
期
の
法
体
系
に
対
す
る
研
究

だ
け
で
な
く
、
日
帝
強
占
期
に
対
す
る
研
究
一
般
で
も
発
見
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
日
帝
の
強
占
は
「
搾
取
と
抑
圧
の
た
め
の
も
の

で
は
あ
っ
た
が
、
『
近
代
的
』
な
側
面
も
あ
っ
た
」
と
す
る
評
価

が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
雲
泰
、
『
日
本
帝
国
主
義
の
韓

国
統
治
』
、
ソ
ウ
ル
一
博
英
社
、
一
九
八
五
、
六
|
七
、
五
七
O

|
五
七
一
頁
参
照
。

(7)
日
帝
強
占
期
の
法
令
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

多
数
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
金
圭
昇
、
『
日
本
の
植
民
地
法

制
の
研
究
』
、
社
会
評
論
社
、
一
九
八
七
一
鈴
木
敬
夫
、
「
朝
鮮
植

民
地
統
治
法
の
研
究
』
、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
九

一
朴
乗
濠
教
授
還
甲
記
念
論
叢
発
刊
委
員
会
編
、
『
韓
国
法
史
学

論
叢
』
、
ソ
ウ
ル
一
博
英
社
、
一
九
九
一
の
第
五
編
の
諸
論
文
一

光
復
五

O
周
年
記
念
事
業
会
、
『
光
復
五
O
周
年
記
念
論
文
集
』

一
(
過
去
清
算
)
、
ソ
ウ
ル
一
韓
国
学
術
振
興
財
団
、
一
九
九
五

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
日
帝
強
占
期
の
法

体
系
が
、
抑
圧
と
搾
取
と
民
族
抹
殺
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
と
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い
う
点
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
論
文
で
は
、
個
々
の
法
令
の
内
容
に
対
す
る
分
析
は
省
略
す
る

こ
と
に
す
る
。

(8)
玄
白
星
R
-
内
・
戸
U
2
2与問
s
q
b
h
h定
苫

h
h
h
s円
P
R
M
H
同
町
民
ミ

2
2・

何
偽
札
同
・
町
宮
内
町
吉
L
「
恥

F
、.去、
H
h

凡苫

R

凡
な
門
刷
、
E

E
凡
宮
崎
町
、
ア
品
〉
E
出
明

zmwH'

E
σ
2
m・
3
∞
少
剛
向
者
。
-
一
小
林
孝
輔
、
「
ド
イ
ツ
憲
法
小
史
』
[
新
訂

版
]
、
学
陽
書
一
房
、
一
九
九
二
、
第
六
・
七
章
い
佐
藤
功
、
『
君
主

制
の
研
究
』
、
日
本
評
論
社
、
一
九
五
七
参
照
。

(9)
金
回
目
禄
、
「
日
本
に
お
け
る
西
洋
憲
法
思
想
の
受
容
に
関
す
る
研

究
」
(
ソ
ウ
ル
大
学
校
博
士
学
位
論
文
)
、
一
九
九
四
.
八
、
第
二

章
参
照
。

(
叩
)
橋
川
文
三
他
一
一
編
、
『
近
代
日
本
政
治
思
想
史
』
一
、
有
斐
閣
、

一
九
七
一
、
八
六
九
七
頁
。

(
日
)
丸
山
真
男
、
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
「
現
代
政
治
の
思

想
と
行
動
』
、
未
来
社
、
一
九
六
四
、
二
五
!
二
六
頁
。

(
ロ
)
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
(
全
一
四
二
巻
、
ソ
ウ
ル
一
亜
細
亜
文
化

社
、
一
九
八
四
|
一
九
八
八
)
第
一
巻
、
一
三
頁
。
以
下
こ
の
本

は
『
官
報
』
と
略
す
。

(
日
)
日
帝
強
占
期
の
韓
半
島
を
指
し
示
す
名
称
と
し
て
、
従
来
「
朝

鮮
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
一
九
一

O
年
八

月
二
九
日
の
天
皇
の
勅
令
第
=
二
八
号
に
よ
っ
て
、
大
韓
帝
国
と

い
う
国
号
が
朝
鮮
と
い
う
地
名
に
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
合
併
条

資

約
」
(
「
韓
国
併
合
条
約
」
)
が
無
効
な
ら
ば
、
そ
れ
を
根
拠
に
し

た
勅
令
も
ま
た
無
効
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
日
帝
強
占
期
の
韓
半
島
は
、
「
朝
鮮
」
と
よ
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
法
的
に
正
当
な
日
帝
強
占
期
の
韓
半
島
の

名
称
は
、
一
九
一
O
年
八
月
二
九
日
か
ら
、
一
九
一
九
年
三
一
・

一
運
動
」
の
結
果
、
韓
国
人
た
ち
の
総
意
に
よ
っ
て
大
韓
民
国
臨

時
政
府
が
樹
立
さ
れ
る
時
ま
で
は
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
く
「
大
韓

帝
国
」
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
四
五
年
の
光
復
ま
で
は
「
大
韓
民

国
」
で
あ
る
o

た
だ
、
こ
の
論
文
で
は
雨
者
を
包
括
す
る
意
味
で

「
韓
国
」
と
い
う
用
語
を
使
い
、
特
に
必
要
な
場
合
に
は
「
強
占

期
韓
国
」
あ
る
い
は
「
強
占
下
の
韓
国
」
と
い
う
用
語
を
使
う
こ

と
に
す
る
。
そ
し
て
、
「
朝
鮮
」
と
い
う
用
語
は
、
た
と
え
ば
、
「
朝

鮮
総
督
」
や
「
朝
鮮
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
ニ
関
ス
ル
件
」
の
よ
う

に
、
固
有
名
詞
化
し
た
と
い
え
る
場
合
に
だ
け
使
う
こ
と
に
す
る
。

(
U
)
朝
鮮
総
督
府
、
『
施
政
三
O
年
史
円
一
九
四
O
の
各
総
督
の
施

政
方
針
参
照
。

(
日
)
山
辺
健
太
郎
、
『
日
韓
併
合
小
史
』
、
岩
波
書
応
、
一
九
六
六
、

一
五
五
頁
。

(
同
)
神
川
彦
松
監
修
/
金
正
明
編
、
(
注
ご
第
六
巻
下
、
二
一
五
四

|
一
二
五
六
官
貝
。

(
口
)
神
川
彦
松
監
修
/
金
正
明
編
、
(
注
ご
第
八
巻
、
三
二
五
頁
。

(
同
日
)
中
村
哲
、
『
植
民
地
統
治
法
の
基
本
問
題
』
、
日
本
評
論
社
、
一

九
四
三
、
七
一
一
一
一
二
頁
。
ま
た
、
中
村
哲
、
「
植
民
地
法
」
、
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鵜
飼
信
成
他
三
一
編
、
『
日
本
近
代
法
発
達
史
』
五
、
劾
草
書
房
、

一
九
五
八
も
参
照
。

(
日
)
浅
見
登
郎
、
「
日
本
樋
民
地
統
治
論
』
、
巌
松
堂
書
応
、
一
九
二

八
、
二
一
四
l

一
一
二
三
頁
一
平
野
武
、
「
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
の

法
的
地
位
」
、
「
阪
大
法
学
』
八
三
、
一
九
七
二
.
二
一
、
四
五
|

五
四
頁
参
照
。

(
却
)
上
杉
慎
士
口
、
「
教
育
勅
語
ノ
構
成
」
、
『
団
体
憲
法
及
憲
政
』
、
有

斐
閣
、
一
九
一
五
、
八
三
頁
。

(
幻
)
美
濃
部
達
吉
、
「
律
令
と
憲
法
と
の
関
係
を
論
ず
」
、
『
憲
法
及
憲

法
史
研
究
』
、
有
斐
閣
、
一
九
O
八
、
二
六
九
二
七
二
貝
。

(
辺
)
こ
れ
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
分
析
は
、
金
昌
禄
、
(
注
九
)
、

第
五
章
参
照
。

(
お
)
『
官
報
』
第
一
巻
、
一
八
五
頁
。

(
払
)
『
官
報
』
第
四
O
巻
、
-
O
二
五
頁
。

(
お
)
一
九
O
九
年
勅
令
第
二
三
六
号
、
朝
鮮
総
督
府
編
、
『
朝
鮮
法
令

輯
覧
』
上
巻
一
、
一
九
四
O
、
第
三
輯
、
七
一
一
一
|
七
五
頁
。
こ
の

勅
令
は
、
「
統
監
府
裁
判
所
令
」
が
改
正
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
勅

令
の
形
で
存
在
し
た
が
、
「
併
合
」
後
、
制
令
の
効
力
を
持
つ
よ
う

に
な
り
、
以
後
制
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
。

(
出
)
一
九
一
O
年
九
月
二
一
O
日
勅
令
第
三
五
五
号
「
朝
鮮
総
督
府
中

枢
院
官
制
」
、
『
官
報
』
第
一
巻
、
一
八
六
頁
。

(
幻
)
山
崎
丹
照
、
『
外
地
統
治
機
構
の
研
究
円
高
山
書
院
、
一
九
四

三
、
二
O
一
員
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の

拓
殖
局
は
日
帝
の
「
植
民
地
」
支
配
の
た
め
の
統
一
的
な
中
央
機

構
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
帝
の
主

張
に
よ
っ
て
も
、
韓
国
は
そ
の
当
時
「
法
的
」
に
は
ま
だ
「
保
護

国
」
の
状
態
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
つ
ま

り
日
帝
が
韓
国
を
「
併
合
」
す
る
前
に
、
す
で
に
植
民
地
の
一
つ

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
帝
の
侵
略
の
野

心
が
、
一
足
先
に
法
を
通
し
て
現
れ
た
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
祁
)
『
官
報
』
第
一
O
巻
、
一
一
九
九
|
一
一
一
O
O
頁
。

(
却
)
『
官
報
』
第
一
O
巻
、
一
一
九
九
頁
。

(
却
)
一
九
一
七
年
七
月
三
二
日
勅
令
第
七
三
号
「
拓
殖
局
官
制
」
第

一
条
「
拓
殖
局
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
管
理
ニ
属
シ
朝
鮮
、
台
湾
、

樺
太
及
関
東
州
ニ
関
ス
ル
事
務
並
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
ニ
関
ス

ル
事
務
ヲ
掌
ル
」
0

「
官
報
』
第
三
一
巻
、
四
二
三
頁
。

(
訂
)
一
九
一
七
年
七
月
一
一
一
一
日
勅
令
第
七
八
号
「
朝
鮮
総
督
府
官
制

中
改
正
」
、
『
官
報
』
第
三
一
巻
、
四
二
一
丁
四
二
四
頁
。

(
包
)
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
)
、
二
四
二
八
頁
参
照
。

(
お
)
「
東
京
朝
日
新
聞
」
)
九
二
九
.
五
.
二
回
、
山
崎
丹
照
、
(
注

二
七
)
、
三
一
ー
一
一
一
一
一
頁
か
ら
再
引
用
。

(
%
)
『
官
報
』
第
八
二
巻
、
二
一
九
一
三
O
頁
。

(
お
)
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
台
湾
総
督
の
場
合
は
、
そ
の
中

央
政
府
と
の
関
係
を
最
初
に
規
定
し
た
一
八
九
六
年
の
勅
令
第
八

八
号
「
台
湾
総
督
府
条
例
」
か
ら
、
中
央
政
府
の
「
監
督
」
を
受

北法52(2・239)669



け
る
機
構
で
あ
り
、
そ
の
後
、
中
央
機
構
の
頻
繁
な
改
編
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
常
に
新
し
い
機
構
の
「
監
督
」
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
)
、
一
七
七

一
九
四
頁
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
官
制
改
正
も
、
た
だ
そ

の
監
督
を
受
け
る
中
央
機
構
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
上
の
意

味
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
見
れ
ば
、
「
外
地
」

支
配
の
た
め
の
中
央
機
構
の
強
化
の
た
め
の
拓
務
省
の
設
置
と
関

連
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
結
局
、
朝
鮮
総
督
に
対
し
て
、
拓
務
大

臣
が
ど
の
程
度
の
統
制
権
限
を
確
保
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
っ
た
。
結
果
的
に
朝
鮮
総
督
の
特
別
な
地
位
は
、
そ
の
統
制
権

限
を
排
除
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
お
)
松
岡
修
太
郎
、
「
朝
鮮
に
於
け
る
行
政
権
及
び
そ
の
立
法
権
並
び

に
司
法
権
と
の
関
係
」
、
船
田
享
二
編
、
『
法
政
論
纂
』
(
京
城
法
文

学
会
第
一
部
論
集
)
第
四
冊
、
一
九
三
一
、
一
二
八
頁
。

(
幻
)
『
官
報
』
第
一
一
一
一
五
巻
、
七
五
七
頁
。

(
お
)
『
官
報
』
第
一
一
一
一
五
巻
、
七
五
七
頁
。

(
却
)
『
官
報
』
第
二
二
五
巻
、
七
五
七
|
七
五
八
頁
。

(
刊
)
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
)
、
七
八
|
七
九
頁
、
二
一
三
頁
。

(
引
)
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
)
、
八
一
頁
、
二
一
四
頁
。

(
位
)
内
田
達
孝
、
『
全
訂
朝
鮮
行
政
法
概
要
』
、
近
沢
書
居
、

五
、
六
一

l
八
一
頁
。

(
日
)
『
官
報
』
第
一
巻
、
一
七
頁
。

(M)
『
官
報
』
第
三
巻
、
七
四
三
頁
。

料資

九

(
品
)
「
官
報
』
第
三
巻
、
七
四
三
頁
。

(
品
)
法
律
第
三
O
号
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
松
岡
修
太
郎
、
(
注

三
六
)
、
一
四
O
l
一
四
二
頁
一
松
岡
修
太
郎
、
『
朝
鮮
行
政
法
提

要
(
総
論
)
」
、
東
都
書
籍
、
一
九
四
回
、
二
O
頁
一
条
約
局
法
規

課
、
『
日
本
統
治
時
代
の
朝
鮮
』
(
『
外
地
法
制
誌
』
第
四
部
の
二
)
、

一
九
七
一
、
九
O
i
一
一
七
頁
参
照
。

(
幻
)
条
約
局
法
規
謀
、
(
注
四
六
)
、
九
八
頁
。

(
姐
)
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
)
、
三
五
二
貝
。

(
的
)
長
尾
景
徳
・
大
田
修
士
口
、
『
新
稿
台
湾
行
政
法
大
意
』
、
杉
田
書

底
、
一
九
=
一
回
、
=
一
四
頁
。

(
別
)
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
)
、
コ
一
四
九
三
五
O
頁
。

(
日
)
中
村
哲
、
(
注
一
八
)
の
本
、
一
一
一
二
l

一
五
四
頁
一
清
宮
四
郎
、

「
外
地
に
お
け
る
『
法
律
の
依
用
』
」
、
『
外
地
法
序
説
』
、
有
斐
閑
、

一
九
四
四
、
八
七
l

一
一
七
頁
参
照
。

(
臼
)
以
下
の
説
明
は
、
主
に
山
崎
丹
照
、
(
注
二
七
て
三
O
六
l
一一一

六
七
百
二
松
岡
修
太
郎
、
(
注
四
六
)
の
本
、
二
ハ
三
二
頁
一

条
約
局
法
規
謀
、
(
注
四
六
)
、
六
一
八
一
頁
を
参
照
し
て
記
述

す
る
。

(
日
)
「
関
税
法
」
・
「
関
税
定
率
法
」
・
「
保
税
倉
庫
法
」
な
ど
が
、
一
九

二
O
年
八
月
の
勅
令
第
一
二
O
六
号
に
よ
っ
て
朝
鮮
に
施
行
さ
れ
た

時
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
特
例
に
関
す
る
別
個
の
法
律
、
す
な
わ

ち
、
一
九
二
O
年
法
律
第
五
三
号
「
関
税
法
関
税
定
率
法
保
税
倉

庫
法
及
仮
置
場
法
等
ノ
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
特
例
ニ
関
ス
ル
件
」
が
制

北j去52(2・240)670



東アジア文化と近代法

定
さ
れ
た
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

(
日
)
松
岡
修
太
郎
、
(
注
四
六
)
の
本
、
一
七
頁
。

(
日
)
こ
れ
に
比
べ
て
、
強
占
期
の
三
五
年
間
、
韓
国
で
施
行
さ
れ
た

日
帝
の
法
律
の
数
は
、
二
ニ
O
件
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
条
約
局
法

規
謀
、
(
注
四
六
)
、
六
回
頁
。

(
日
)
一
九
一
一
年
六
月
二
一
一
日
制
令
第
一
一
号
「
制
令
ニ
於
テ
法
律

ニ
依
ル
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
法
律
ノ
改
正
ア
リ
タ
ル
ト

キ
ノ
効
力
ニ
関
ス
ル
件
」
、
「
官
報
』
第
四
巻
、
四
六
五
頁
。

(
日
)
『
官
報
』
第
一
巻
、
一
八
七
1

一
八
八
頁
。

(
日
)
一
九
一
九
年
八
月
一
九
日
勅
令
第
三
九
二
号
「
朝
鮮
総
督
府
道

知
事
ノ
発
ス
ル
命
令
ノ
罰
則
ニ
関
ス
ル
件
」
、
『
官
報
』
第
四
O
巻、

一
O
二
八
頁
。

(
印
)
「
官
報
』
第
一
巻
、
二
五
頁
。

(ω)
吋
官
報
』
第
一
巻
、
-
一
二
人
|
二
二
九
頁
。

(
臼
)
警
務
総
監
部
令
は
、
警
務
総
長
が
発
す
る
命
令
と
し
て
、
そ
れ

に
は
拘
留
ま
た
は
科
料
を
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
九
一

O

年
九
月
三
O
日
勅
令
第
三
七
六
号
「
朝
鮮
総
督
府
警
務
総
長
等
ノ

発
ス
ル
命
令
ノ
罰
則
二
関
ス
ル
件
」
、
『
官
報
』
第
一
巻
、
一
九
七

頁。

(
臼
)
道
警
務
部
令
は
、
道
警
察
部
長
が
発
す
る
命
令
と
し
て
、
そ
れ

に
は
拘
向
田
ま
た
は
科
料
を
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
九
一

O

年
九
月
三
O
日
勅
令
コ
一
五
八
号
「
統
監
府
警
察
官
官
制
中
改
正
ノ

件
」
、
『
官
報
』
第
一
巻
、
一
八
八
頁
。

(
臼
)
『
官
報
』
第
四
O
巻
、
九
九
二
員
。

(
臼
)
美
徳
相
他
、
「
日
帝
下
朝
鮮
の
法
律
制
度
に
つ
い
て
」
、
『
日
本
法

と
ア
ジ
ア
』
(
仁
井
田
陸
博
士
追
悼
論
文
集
第
三
一
巻
)
、
効
草
書
一
房
、

一
九
七
O
、
三
二
=
一
頁
。

※
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
八
年
韓
国
学
術
振
興
財
団
の
学
術
研
究

費
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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The Characteristics of the Legal System of Korea 

under Japanese Rule 

Chang-Rok KIM* 

Thepu中oseof this paper is to c1arify the cha即 teristicsof the Iegal system of Korea 

under Japanese rule， which lasted for thirty-five y巴arsfrom 1910 to 1945. Using the 

constitutionalism， in the heart of which lie the guarantee of human rights and the 

popular control of state power， as the criterion of th巴evaluation，this paper analyzes the 

legal system of imperial Japan and that of occupied Korea. 

In order to properly understand and evaluate the legal system from the Chosun 

Dynasty until the end of the Great Han Empire and the legal syst巴mfrom Liberation 

until the present， it is necessary to understand systematically the legal system under 

Japanese rule， which fell between the two legal systems. It is also necessary for the 

eradication of the remaining vestiges of Japanes巴 imperialismin Korea and the 

c1arification of the meaning of‘modemity' in Korean legal history 

The one characteristic of imperial Japan， melted in‘the Constitution of the Empire 

of Japan' of 1889， was the‘apparent constitutionalism'， which was doubly limit巴d

both by its Prussian model and by its institution process. The other was the limitation 

of the ‘apparent constitutionalism' by the overriding doctrine of Tenno = kokutai 

And the transcendental doctrine of mythical authority of T巴nnoas the core of imperial 

Japan gave birth to the ‘structure of the transfer of oppression' and th巴‘structureof 

non-responsibility by shifting responsibility' . 

These unique characteristics of the legal system of imperial J apan were even 

exc巴ssiv巴Iydisplay巴din occupi巴dKor巴a，which was a ‘peripheral region of the 

Empir巴 Inoccupied Korea， even the severely limited constitutionalism of‘the 

Constitution of the Empir巴 ofJapan' was not recognized. The result was that the 

constitutionalism of imperial Japan， already weakened through double limitations， 
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became even further limited and ultimately meaningless. What was more important 

was， however， not so much a simple巴xclusionof constitutionalism as the divinity of 

Tenno remaining， in the absence of any constitutionalism， as the only doctrine. It was 

this divinity， in its unique Japanese sense， that accounted for all ideology of the rule in 

occupied Korea. 

The ideology was institutionally incarnated in the Govemor-General of Korea， 

which was the highest ruling apparatus in occupied Korea. The Govemor目Generalof 

Korea had the legislative， administrative and judicial power in his one hand. But he 

was not controlled not only by Korean people but also by the govemment of imperial 

Japan. He was responsible only to Tenno， who was a ‘god' free from all human fault 

and responsibility. This means that the characteristics of the ruling system， represented 

by the Govemor-General of Korea， were the concentration of all power and th巴

non-responsibility of the concentrated power. 

Regarding to legislation， the Govemor-General of Korea had a very special power to 

issue th巴 specialorder (seirei)， which had the effect of law. With the power， the 

Govemor-General of Korea could regulate the malters on the rights of Korean people， 

the judiciary affairs and taxes by his orders only with the“Tenno's approval via the 

Prime Minister"， while in imperial Japan th巴 matt巴rshad to be regulated by laws 

巴nactedby Tenno with the support of the Diet. This means that th巴Governor-General

of Korea was empowered with an authority of arbitrary legislation that lay outside of 

the limits of constitutionalism. Moreover， the legislative power of the Governor-

General of Korea were exc巴巴dinglyarbitrary even when compared to that of the 

Govemor-General ofTaiwan. 

Becaus巴 ofthe arbitrariness， the legal system of occupied Korea was very 

complicated and vague. For example， the laws of imperial Japan could come into effect 

in occupied Korea by Tenno's decre巴orby “the judgment based on their content and 

nature" . And a few harsh laws of the Gr巴atHan Empire were applied to Koreans even 

after the‘annexation' and only to Koreans on account that thos巴 lawswere 

“traditional" or that the use of them was “convement¥ 

In short， the legal system of occupied Korea was just an arbitrary means uf rule. It 

functioned as a means of oppression and exploitation and an instrument of obIiterating 

the Korean national id巴ntity.There was no place for constitutionalism in this legal 
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system. It was anti四constitutionalisticrather than non-constitutionalistic. This experi-

ence engraved a serious scar on the legal system of Korea， which had to be removed in 

the process of the Koreans' pursuit of constitutionalism after Liberation. 
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